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セグメント別財務報告をめぐる

米国会計基準設定構造の特質

米山祐司

一序

現在の高度に発達した情報化社会の中にあっ

て，企業が公開する情報は，社会の幅広い経済

活動の上で必要不可欠なものとなっており，企

業を取巻く多くの人々の意思決定に重要な指針

を提供している。それゆえ，公表される企業情

報は，企業の財政状態および経営成績を正確に

かつ適正に報告していることが求められる。こ

のような企業情報に対する社会的要望は，企業

情報を規定する会計基準の設定およびその適正

さに対する強い社会的関心となって現われてき

ている。

現代の社会においては，その経済活動の複雑

さあるいはその規模と領域の拡大から，多様な

企業情報が日々新たに求められてきている。ゆ

えに，会計基準もそれに応じた新たな対応が常

に要求されているのである。特に，米国におい

ては，その時々の企業情報に対する多方面から

の要望を，会計基準の設定過程における圧力構

造の中で個別会計基準に反映させてゆく傾向が

強い。

従来，米国の会計基準設定においては，基準

内容の論理適合性よりも，会計基準設定におけ

る利害関係団体聞の政治的バランスが強い影響

を与えてきていた。 1960年代から1970年代にか

けての投資税額控除の論争，原油， ガス生産会

社のコスト処理をめぐる論争など，その例は枚

挙に連がない程である。米国の政治は I衝突

と妥協 (confiictand compromise) J と「力の均

衡 (balanceof power)J のに上に成り立ってい

ると言われるが1〉， その言葉はむしろそのまま

米国における会計基準設定の場に当て炭まると

言えよう。

このような会計基準設定過程の性格により，

米国の会計基準はその時代的あるいは社会的会

計問題を迅速に反映してゆく面がある一方で，

利害関係の複雑さゆえに選択基準の統一化が難

しく，基準内容が政治的に決定されかねないの

である。それゆえ，その会計基準設定過程の理

解と把握なLに個々の会計基準を検討すること

は不可能である。

本稿では，会計基準設定の過程と，その時代

的背景を会計基準設定構造として捉え，米国に

おけるセグメ γ ト別財務報告基準の設定構造の

検討を試みている。わが国でも，企業経営の多

角化や国際化が拡大L，1977年には証券取引法

で連結財務諸表が制度化されたことにより，米

国の連結およびセグメント別の二元的ディスグ

戸ージャー制度に対する関心が昂まっている。

しかL，安易にその導入を図れるものではな

い。それは，米国のセグメント別財務報告が，

今世紀初頭からの長い連結財務諸表制度の経験

を土壌に， 1960年代から1970年代にかけての強

い時代的ないしは社会的要望を具現するものと

して誕生してきたからである。しかも，連結財

務諸表制度自体は，依然として現在の企業ディ

スグロージャー制度の基本的枠組として一般化

1)山田正喜子『ロピイングー米国議会のパワーポリ

ティクス』日本経済新聞社， 1982年 7ベージ。
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しており，個別会計基準を包摂するものとして

機能しているのである。

わが国でも，米国のセグメント別財務報告に

ついて多くの研究がみられるが，基準内容の紹

介と検討が中心的関心となっており，セグメ γ

ト別財務報告に対する時代的および社会的要望

の性質ならびにその基準設定過程の分析が軽視

されがちである2)。しかし， 会計基準が新たな

企業情報に対する要望に呼応して設定され， し

かもその設定過程において多くの利害関係団体

の意向と行動が重要な影響を与えている状況を

認識するならば，米国の会計基準を研究する上

でこのような領域を研究対象とすることの重要

f主は明らかである。

本稿では，セグメント別財務報告をめぐる会

計基準設定構造の検討に主眼を置いているが，

その把握を容易にするために連結財務諸表制度

の展開における設定構造も同様に取り上げるこ

とで，その構造的変化を示している。以下のニ

において，連結財務諸表制度およびセグメント

別財務報告における会計基準設定構造の概観を

示し，併せて連結財務諸表制度の生成と発展を

述べる。三，四，五においては，セグメント別

財務報告の基準設定構造を，その時代的背景と

基準設定過程に分けて詳述したい。

ニ 連結財務諸表制度の展開におけi)会計基

準設定構造

1. 米国会計基準の性格

2)ただし，末尾一秋『事業別財務情報会計』森山書
応， 1979年では，セグメシト別財務報告の基準内
容にとどまらず，その設定過程に対しても幅広く
かっ綿密な分析が加えられている。また，田中良
三「セグメント別報告書の生成過程とその背景」
『商学討究』第27巻第1号， 1976年7月， 32-47 
ベージは，特に基準設定過程からのアプローチを
とった研究であり，総木実「部門別財務情報の公
開とその有用性について一一米国における多角経
営企業の部門別外部報告会計を中心としてJu"彦
根論叢』第169・170号， 1974年11月， 168-186ペ
ージおよび同「部門別外部報告会計の発展とその
問題点」同，第172号， 1975年3月， 19-37ペー
ジで、は合併および企業経営の多角化の分折を通し
てセグメント別財務報告が検討されている。

米国の会計基準はわが国と異なり，統一的あ

るいは体系的な集大成としては存在していな

い。『一般に認められた会計原則 (GAAP).J1

の名の下に表わされる会計基準は， 日々 追加，

修正がなされている。それは，ある特定の時代

に会計専門家の聞に広まっていたことが，その

時代の『認められた』会計原則あるいは実務と

なったからに他ならないの。

会計基準設定の権限は， 1934年証券法 Sec-

tion 19ならびに1934年証券取引法 Section13 

(b)に基づいて証券取引委員会 (SEC) に属し

ているの。 SECはその権限により Regulation

S-xを定め， 1933年証券法， 1934年証券取引

法， 1935年持株会社法， 1940年投資会社法およ

び1975年エネノレギ一政策・節約法の下で作成を

義務づけられている財務諸表，脚注および附属

明細書の様式と内容を規定している。しかし，

SEC ではこの RegulationS-X が規定して

いない領域については r有力な権威の支持」

を有する GAAPに従うことを求めているので

ある。その現在一般に承認されている GAAP

を， Buckley に従ってその権威の序列順に示

してみよう。

1. 最上位の GAAP

。会計研究公報 (AccountingResearch Bulle-

tins: ARB) 

。会計原則審議会意見書 (AccountingPrinci-

ples Board Opinions APB Opinion) 

。財務会計基準ステートメント (Statements

of Financial Accounting Standards : SF AS)お

よび解釈 (Interpretations)

2. 第 2上位の GAAP

oSECおよび他の規制機関の諸規則

。アメリカ公認会計士協会 (AmericanInsti-

tut巴 ofCertified Public Accountants : AIC-

3) John Dearden and John Shank， Financial 
Accounting and Retorting， Prentice-Hall， 
Inc.， 1975， p. 187. 

4) John W. Buckley， Marlene H. Buckley and 
Tom M. Plank， SEC Accounting， John Wiley 
& Sons， Inc.， 1980， p. 111. 
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PA)の会計解釈

。アメリカ公認会計士協会の産業会計ガイド

。企業による会計実務(これらは， AICPAの

Accounting Trends and Techniquesの中に，

推奨されるべきものとして紹介されている。〕

3. 第 3上位の GAAP

。会計原則審議会ステートメント (APBState-

ment) 

。アメリカ公認会計士協会の会計基準執行委

員会から出されている意見書(AICPA State-

ment of Position) 

。他の会計専門団体のステートメント

。会計研究叢書 (AccountingResearch Studies 

of AICP A : ARS) 

。会計に関する教科書および著書5)

このように， GAAPには多様なものが含ま

れており，そのほとんどが民間，特に会計士た

ちの手によっている。 GAAPとしては最上位

と認められている ARB，APB Opinionおよ

び SFASにおいては， 民間会計士団体である

AICPA ならびにその前身であるアメリカ会

計士協会 (AIA) が，会計基準設定機関

として設置した会計手続委員会 (CAP，1936~ 

1959)， 会計原則審議会 (APB， 1959~1973) 

および財務会計基準審議会 (FASB， 1973~ ) 

の各々が公表してきたものである。

CAP， APBおよび FASBは， GAAPの

充実に重要な役割を果たしてきたのであるが，

その仕事は単純にこれらの機関だけが担ってき

たとは言えなし、。特に近年においては，会計基

準に利害関係を有する多くの集団が，その基準

設定過程に介入してくることにより，その集団

聞のパワー・バランスの上に会計基準が設定さ

れる傾向が顕著となってきている。しかも， こ

れらの諸集団の活動は，その時代的背景のもと

で，各々の利益を会計基準に最大限反映させる

ことを目的としている。

米国会計基準にみられるこのような性格は，
骨骨

次に連結財務諸表制度およびセグメント別財務

5) Ibid.， pp. 113-114. 

報告基準の設定構造を具体的に扱うことで検討

してゆきたい。

2. 会計基準設定構造の概観

米国におけるセグメント別財務報告は， 1960 

年代後半から企業合併運動が急激な昂まりをみ

せる中で，連結財務諸表による企業情報が企業

の財政状態および経営成績を適切に表わしてい

ないとの強い批判が生じ，その改善を図るもの

として求められてきた。しかし，連結財務諸表

も，正確で適正な企業情報を求める社会的要望

のもとで，米国の会計基準および企業ディスグ

ロージャー制度の充実化の歴史と対応しなが

ら長期に亘る制度化の努力を経て誕生してき

たのである。

ここで，連結財務諸表制度およびセグメント

別財務報告における会計基準設定構造の簡略な

図式化を試みて，どのような時代的要請の下

で，如何なる組織ないし機闘がその達成に向か

つて活動してきたか，そしてその成果としての

会計実務および基準がどのような発展を辿った

かを段階的に示してみる(図 2-1)。

この図2-1について説明を加えたし、。会計

基準が，如何なる組織ないし機関の影響を受け

ながら設定されるかが，下段において会計基準

設定機構として表わされている。この会計基準

設定機構は，公表され，企業の会計実務におい

て反映される会計基準の設定に影響を与える集

団の構成が変化することにより，第 1段階から

第5段階までに分けられる6)。 この会計基準設

6) このような会計基準設定機構の段階区分は Lee
J. Sei1der，“The Financial Accounting Stand-
ards Board: Gold:fish in a Pool of Sharks，" 
The Accountant's Magazine， October， 1973， 

および石井薫「アメリカ会計原則制定主体の認識
HJ If'三田経済学研究』第16号， 1977年9月，に
みられる。本稿での段階区分は，彼らの段階区分
および影響関係の分折を参考しているが，連結財
務諸表およびセグメント別財務報告の基準設定段
階に限定して，その区分と分析を行った。ただ
し， Sei1derにおいては， APBおよび FASBの
時代のみを扱っている。石井氏は，本稿でいう会
計基準設定機構を，会計原則の制定構造として捉
え，本稿での段階区分での第2段階以降を対象と
している。
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定機構内では各集団が自己の利益を会計基準に

反映させようと活動するが，その活動を促す時

代的な背景も考えなければならない。

図2-1の各枠組の上段において，その時代

ごとの特徴的な背景を示している。この時代的

背景の下で，各会計基準設定機構において誕生

してくる連結財務諸表およびセグメント別財務

報告の諸基準は，図の中段にみられるが， これ

らの諸基準は実務を通して，その設定を求めた

時代的特質に対応することになるのである。こ

こで、はこれら全体を含めて会計基準設定構造

としているのである。

連結財務諸表ならびにセグメント別財務報告

の会計基準設定構造は，時代的特質から第一

期，第二期，第三期に分けて示してある。連結

財務諸表は，企業集中としての合併運動と切り

離して考えることは出来ない。セグメント別財

務報告が，連結財務諸表の限界を補足すべきも

のとして登場する契機もそこに求められる。し

かし，連結財務諸表制度の生成および充実化へ

の過程である第一期および第二期と，セグメン

ト別財務報告がそこに組み込まれていった過程

である第三期では，合併運動の性格に違いがみ

られるのである。第一期および第二期が，大き

く同種企業結合の時代とするならば，第三期は

異種企業結合の時代と言えよう。この会計基準

設定構造の各期の特徴をまとめてみると，次の

ようになる。

第一期は， 19世紀末の第 1次合併運動期から

1920年代の第2次合併運動期を経て， 1934年に

SECが設立されるまでの期間である。 この第

一期では 2つの合併運動による大企業の出現

などに伴い， 19世紀の不完全な会計実務に対

し，近代的な意味での会計報告が求められてき

た。特に，持株会社の拡大は，不完主主な情報の

もとでの企業破産をも続発させ，連結財務諸表

に対する要請を呼び起こすことになったのであ

る。この時期の連結財務諸表は，企業および会

計土たちの実務の中で展開されてきており，そ

の基準化もまだ端初についたばかりであった。

会計基準設定機構の面から言うと第1段階と第

2段階がこの第一期に含められる。

第二期は， SECの設立後から，民間会計-土

団体の会計基準設定機関である CAPが1959

年に APBに改組されるまでの期間である。

この時期では， 大恐慌とその後の NewDeal 

政策によって，会計基準設定機構内に会計基準

設定の法的権限を有する SECが重要な役割を

担って登場してくることになった。それ以降の

SECの活動は， 連結財務諸表を含む会計基準

ないし企業ディスクロージャー制度の発展に大

きな影響を及ぼしていった。企業の会計実務と

して定着してきた連結財務諸表は，政府機関で

ある SECの規則および会計基準の両面で制度

化が完成され，社会的承認を得ることになった

のである。会計基準設定機構としては，第3段

階にあたる。

第三期は，民間会計土団体の会計基準設定機

関として， APBおよび FASBが活躍した期

間である。この時期には，第 3次合併運動が展

開されるが，合併運動における質的変化が生じ

てきた。さらに，議会，政府あるいは産業界な

どが会計基準設定機構内に介入してくることに

なり，第二期で制度として定着した連結財務諸

表実務が，新たな状況に対応した展開を求めら

れることになったのである。すなわち，セグメ

ント別財務報告をめぐる激しい論争が，その制

度的完成まで続けられてゆくことになるのであ

る。第三期での会計基準設定機構は，第4段階

と第5段階となる。ただし，本稿では APBお

よび FASBの時代を， セグメント別財務報告

の基準設定の過程に即して，その始まりと完成

までの1965年から1977年の期聞に特に焦点をあ

ててのベてゆく。

この第三期については節を改めて詳細に扱う

こととし，以下会計基準設定構造の第一期およ

び第二期での連結財務諸表の制度化過程を検討

する。

3. 連結財務諸表制度の生成と発展

(1) 第一期
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世紀の転換期から SEC設立までの時代に

は 2度の合併運動を経験することで連結財務

諸表の必要性の認識が拡まり，徐々にその基準

化への努力が始められてきた。この第一期を，

図 2-1における会計基準設定機構の段階から

みて，会計士の支援を受けながら企業が外部か

らの要望に応じて連結財務諸表を作成し始めた

第1段階と，民間会計士の団体がその会計基準

化の整備に着手し始めた第2段階とに分けてみ

てゆきたい。

第 1段階における第 1次合併運動は， FTC 

の調査によると， 1897年以降急速に拡大して

1899年にはその最盛期となっている。この時期

には，数多くの生産者同士が企業結合を行うこ

とによって， Standard Oil (1899)， U. S. Steel 

(1901)のような巨大持株会社の出現をみた。あ

るいは， General Electric， American Can， 

International Harvester， American Tobac-

co， U. S. Rubber， Du Pontなどの現在に継続

する企業の登場がみられた。そこでは，一連の

大規模な水平あるいは垂直合併により，鉄鋼，

農業機械，タバコ，銅，化学，タイプライター

といった米国の基幹産業の幾っかで、高度の市場

占有が進展したのである7)。 しかも，そこでは

持株会社形態の採用が特徴としてみられる。

1900年から1903年の 4年間に，主要な企業結合

29のうち16が持株会社形態を採用した8)。

持株会社の輩出は， 1890年の Sherman法の

制定を契機とした。 Sherman法は不当な価格

形成を禁じ， トラストあるいは他の形態による

一切の契約や連合，秘密合作を違法としたが，

1888年から1893年にかけて NewJersey ;N'I法

が改訂され，他社の財産の購入，株式，社債の

保有およびその権利の行使を可能としたため，

Sherman法の解釈として「競争企業間での不

7) Federal Trade Commission， Economic Report 
on Corporate Mer gers -A Staff Report 01 
Federal Trade Commission， USGPO， 1969， 
p. 30， 33. 

8)中村高次『会計政策論ーアメリカ独占体の会計政
策』ミネノレヴァ書房， 1969年， 97ページ。

当な価格形成は禁じられたが，他社の株式を購

入しそれ等の会社を支配することは可能である

との気運が一般化していったPのである。

この19世紀末から20世紀初頭の頃の会計報告

は，不完全なものであったが10)， 早くも持株会

社による連結財務諸表実務の導入の例がみられ

る。既に1892年の NationalLead Company 

や1894年の GeneralElectric Companyでの

採用例もあるが，特に有名なものとしては1902

年からの U.S. Steelが挙げられる。

連結財務諸表が企業に採用され始めたのは，

債権者からの要請や投資家の批判が昂まってき

たためであった。銀行側は I持株会社の経理

公聞に対して非常に細心になり，その結果，自

然とよりすぐ、れた経理公開方法をとっている企

業に優先的に与信が行われるようになり，かか

る事情を背景にして会計士がその得意先たる持

株会社をして連絡財務諸表を採用せしめてき

たJ1D のである。このような傾向は後にも継続

され，連邦準備制度理事会 (FRB)では，その

メンバー銀行に対し，子会社を有していながら

連結財務諸表を作成していない企業の財政状態

は，適切に理解されえないと通達を出してい

た12)。一方では，投資銀行家協会も，不正な証

券発行に対する社会的批判に直面したため，

1920年には特に持株会社の場合において，投資

家に対する連結財務諸表の提示を勧告せざるを

得なくなっていたのである 13)。

9)稲垣冨士男『連結財務諸表詳解』中央経済社，
1975年， 2-3ページ。

10) David F. Hawkins，“The Development of 
Modern Financial Reporting Practices among 
American Manufacturing Corporations，" 
Business History Review， Autumn， 1963， pp. 
135-145. において当時の会計報告の不備が指摘
されている。

11)白鳥庄之介「米国連結財務諸表発達小史J[f'一橋
論叢』第48巻第2号， 1962年， 213-214ページ。
白鳥氏は Boresを引用して説明している。氏は
「初期の連結財務諸表はまず対債権者報告書とい
う性格を強くおびていた」と強調している。

12) George R. Webster“Consolidated Accounts，" 
Journal 01 Accountancy， October， 1919， p.259. 

13) Hawkins，。ρ.cit.， p. 146. 
中村，前掲書， 105ページ。
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会計士側でも，その必還さ性が主義く認識され，

1904年の St. Louisでの Congress.of Ac-

countantsでのま張， Dicksee， Montogomery 

および Dickinson らの論文で連絡財務諸表が

取りょげられるようになってきた1470

第2段贈の時期において，連結財務諸表の必

とその普及はさらに拡大していった。それ

には， 1920年代役通じ1929年にピーグとなる

併運動の昂まりが持率をかける翰きをしていっ

た。この合併運動揺には，篭カ，ガス等の公益

事業での大持株会社の登場と，直接的競争者右

翼収し，市場，5宥率を高めようとする企接結合

がや心となるとt:0こ特畿がみられる o 1926年か

ら1930年にかけての合併や買収の70%は直接的

鏡争者に向けられたものであり， 1920年代では

「新しく設場してきた多くの産業と，既存の義

的構造を強閣にしたJ15) といわ

れる。

この時期，会計ことは財務公認の充実化という

会計に対する社会的姿襲の拡大に対し，既存の

会計士団体の統合を密り， 1916年に AIA が

誕生した。 AIAは， New York証券取引所

(NYSE)や連邦取引黍員会。TC)，FRBな

どの要請に応じ連結財務諸表の基準"a:含む余

計基準の整綴の努力主f始めていったのである。

NYSEは， 上場企業に対する影響力を発揮

することを瀬Lて，企業の財務報告の適正化に

大きな役割を楽たしたといえる。 1910年以降の

積極的改婆努力により， 1916年には General

Mortors が連結貸借対照表および連絡損益計

として提出し始めている!九

AIA も， 特別委員会 (SpecialCommittee 間

Cooperation with Stock Exchanges) を設け，

NYSEとの協力体制をとっていったのであ

る。この中で， 1932年iこAIAが NYSEに金

業の財務報告内容の改畿に関する勧告案を送っ

ているが，これはいわゆる「会計5涼則Jとして

14)白鳥， 前t思議議文， 213ページ。
15) Federal Trade Commission， op. cit.， p. 30. 
r 16) Hawkins， op. cit.， p. 149-150. 

なもの そこで連結財務諸表におけ

る持益剰余金表示の震剣"a:取り上げている17)。

AIAは， 他方で FTC， FRB との協力で

1917年に はむniformAccounting を作成し

た。これはさ居時の識も包務的で権威あるものと

評価を得た。 FTCの関心は，産業の状況な説

査してゆく 貸借対照表の段査，財務報告

における統…性の欠銭が，務しく情報をゆがめ

ていたこと るo FRBの場

合札メンバー銀行の与係業務にとって財務諸

表の紫約改畿の必至き慌を総じていたからであ

るめ。

この持期の連結財務語表の発燥にとって，米

(IRS) の議結綿税申告懇の導入とそ

の実施の影響を見落すことは出来ない。この制

度は， 1917年の戦時歳入法 (WarRevenue Act) 

において，戦特特別説として戦時超過料得税

引NarExcess Profits Ta心が導入されたことか

らその採用を検討され， 1918年には強制連爵と

された。この戦時超過利得税は，かなりの累進

1生を脅していたため，企業グノレ…プ間での内部

敢引を還して合法的秘税回議を函~可能性が残

されていた。連結納税制j度は，このような食業

舗の秘説醤議手段をど予防するために導入された

のであるが， AIAもよその実施を強く支持して

いたのである。一般にこの制捜の実施は，

てとたちの実欝ーとの必繋とも係わり，連絡財務言語

表制度の章者及と薪究を促進したのである19)。

以上みてきたように，

一期においては連絡財務諸表は企業により導

入され始め，会計士や研究家がその恕論イじと

準化合模索し始めた時惑と震えるのである。

(2) 

1930年代は大恐慌による不況を克崩すべく

New Deal 政策が鰭始され， 連邦政府による

17)これは後1934年Auditsof Corporate Accounts 
として発行され， 1953~与の ARBNo.43， Chapter 
1 iに再録された。

18) Hawkins， 0か cit.，p. 155. 
19)畑山総「アメリカ連結納税制成の初綴における喜美

燃の過程JIr経理研究JJNo. 28， Spring， 1978年，
79-96ページ。
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規制強化が図られた時代で、あるが，会計の領域

においても，連邦諸法の制定と SECの設立を

通して，会計基準設定構造の中に連邦政府が介

入してくることになり，以後その動向は会計基

準の設定において無視しえないものとなるので

ある。さらに， この圧力の存在は，会計士の団

結強化と，責任および職務の拡大を促し， SEC 

の権限のもと，民間会計土が会計基準を表明す

ると L、う現在に続く会計基準設定の骨組を確立

することになるのである。それは，第一期まで

の会計基準設定における会計士の完全自治の終

鷲でもあった。

1933年証券法は， Roosevelt 大統領の指示

のもとで，証券発行に際して完全な真実を公表

することを企業経営者，投資銀行家さらに会計

士に求めるものであった。 1932年のグ、ロイゲ

ノレ・トノレ事件に代表されるような， 1930年代に

入つての企業破産の続発が，制定の契機となっ

ている。その前文では，この法は，

「州際および外国取引において，あるいは郵便を

通して売渡される証券の特性の完全で、公正な開示を

規定するため，その売渡しにおける詐欺行為を禁ず

るため， およびその他の目的のためJ20J (傍点は筆

者)

に制定されたと明記され，米国の企業ディスク

ロージャー制度を統轄することになったのであ

る。

SEC は， 1934年証券取引法の成立に伴い設

立され， これら 2法の施行監督機関となった。

その翌年に設けられた主任会計官室 (0伍ceof 

the Chief Accountant)が，会計問題を担当する

こととなった。 その初代主任会計官 Carman

G. Bloughは， その任務を会計実務の基準化

を促進することにあると考え，会計士に対し，

会計基準の体系化と多様な会計実務の存在の改

善を働きかけていった21)。 しかし， AIAなど

20) J. S. El1enberger and El1en P. Mahar， Leg・

islative History 01 the Securities Act 01 
1933 and Securities Exchange Act 01 1934， 
Fred B. Rothman & Co.， 1973， p. 74. 

21) Stephen A. Zeff，“D巴velopingAccounting 
Principles: A Summary Review and Anal-

の会計士団体の対応は消極的であった。 SEC

がより積極的になったのは， 1937年に会計問題

に対する SECの政策を会計連続通牒(Account-

ing Series Release: ASR) として公表し始めて

からである。特に， ASR No. 4 (1938)の公表

により，会計士側で「有力な権威の支持」にあ

たる会計基準を用意出来ないならば， SEC自

身がその基準設定に乗り出すことを宣言したの

である。

AIAの側でも「証券諸法， 1936年歳入法，

ロビンソン=パットマン法，ボーラ=オマホニ

一法案 (1937年連邦会社法)が会計士業の発展

に対する政界の高い関心と影響を示すものであ

る。」と考え， ["実務家が統一出来なければ，専

門業の自治は危険にさらされる J22) との危機

感を抱いて， 1936年には分裂していた会計土

団体の統合を図るためにアメリカ公認会計士会

(American Society of Certified Public Account-

ants) と合併し，会計士側の態勢を整えていっ

ザ拘ド、ー。

さらに， AIAは1938年秋になって， 1936年

に設置された CAPを，委員数の増加および権

限の拡大を通して強化し，本格的な活動を開始

させたのである。 CAPは当初包括的会計原則

体系を作成することを検討したが，早々と断念

しており，その成果である51の会計研究公報

(ARB)においてもむしろ選択可能な手続きを

限定し，現行実務の反映としての性格をもっ実

践的，実用的な基準設定へと向かうことになっ

たのである23)。

CAPが APBに改組するのも， このような

ysis of the U. S. Experience，" Journal iJI 
Contemporary Business， Spring， 1973， p. 43. 

22) Gary J. Previts and‘Barbara D. Merino， A 
History 01 Accounting in America， John 
Wiley and Sons， Inc.， 1979， p. 256 (大野功一，
岡村勝義，新谷典彦，中瀬忠和共訳『アメリカ会

計史一会計の文化的意義に関する史的解釈』同文
館， 1983年， 274-275ページ。)

23) William W. Werntz，“History of the Account~ 
ing Procedure Committee -from the Final 
R巴port，"Journal 01 Accountancy， November， 
1959， pp. 70-71. 
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図 3-1 1895-1978年における鉱工業での被買収企業数
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出所)Malcolm S. Salter and Wolf A. Weinhold， Diversification through 
Acquisition， The Free Press. 1979， p. 10. 

CAPには完全に欠落していた理論研究を会計

基準設定の土台としようとしたからに他ならな

い。しかしながら， APBはそのための会計研

究部による会計研究叢書 (ARS)を No.15ま

で発行しているが， APBの公式見解である意

見書 (APBOpinion) にそれを反映するという

政策は早い段階で取り下げてしまった24)。この

結果として，米国の会計基準は常に個別的かっ

時代即応的な会計問題に対するものの集合体的

性格が強く表面に出てくることになった。

この第二期において，連結財務諸表は広く社

会の一般的承認を受けて，実務の中に完全に定

着していったといえよう。特に SEC規則は連

結財務諸表を前提としており， その Regula-

tion S-Xあるいは多くの ASRによって登録

企業に強制力を:発揮しているのである。 CAP

24) Zeff， 0ρ. cit.， pp. 46. 

の1959年発表の ARBNo. 51の他，多くの研

究成果によって会計基準としての制度的完成を

果たし， 1950年代には連結財務諸表が個別財務

諸表にかわり主要財務諸表の形態として一般化

してゆくのである。

このように，一応の完成をみた連結財務諸表

制度であるが，次の第三期に入るとその財務報

告の適正さに疑問が生じ，新たな基準設定の必

要性が論議されるようになる。そこでは，第一

期，第二期と時代的特質が異なり，会計基準設

定機構の変革がみられるのである。次にそのセ

グメント別財務報告をめぐる会計基準設定構造

を，時代的特質と会計基準設定機構の両面から

具体的にみてゆきたい。

三 セゲメント別財務報告を求めD時代的背

景

1. コングロマリット合併を通しての企業経営
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図 3-2 1947， 1960および1968年におけるトップ200製造企業の総資
産が全製造企業の総資産に占める割合と成長の累積的要因
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.買収による成長部分

圏産業の成長の影響による成長部分z 1960年と196伽総資産に対するシェアで
買収・産業の成長部分を除いた分

出所)Federal Trade Commission， Economic Reρort on Cortorate 
Mergers， USGPO， 1969， p. 192. 

の多角化

セグメント別財務報告をめぐる会計基準設定

構造を知るためには，合併運動における特質を

見落す訳にはゆかなし、。

米国の第3次合併運動は， 1950年代から拡大

し続け， 1968年には被買収企業総数で約2，400

件となり，そのピークを迎えることになる(図

3-1)。このような大規模な合併運動は， 米

国の経済社会に大きな影響を与えることになっ

た。ひとつには，アグリゲート集中と呼ばれる

少数大企業への資産集中をもたらした。 Blum司

berg によると， 1948年から1972年の聞に「製

造業および鉱業に属する企業の『大型買収』

(すなわち 1，000万ドル以上の買収) は， 1，746件
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あり，その資産総額は769億 8，200万ドノレにJ25)

上ることとなった。より詳しくみると，資産規

模でトップ 200社以内の製造企業が， 1948年か

ら1968年までに 3，864件の買収を行った結果，

その被買収資産総額は全資産成長分の 20.6%

を，そして1968年の全200社自身の保有する資

産総額のうちの16.9%を占めることになったの

であるお〕。そのような大型買収の結果， .1969年

初めまでに 100億ドル以上の資産を有する87の

大企業が全製造企業での資産総額のうち46%を

占めることになるのである27)。

これが， 1968年のトップ 200製造企業では，

全製造業の資産総額に対し60.9%の保有率とな

り， 1947年時点での42.4%と比較すると約18.5

Zの増加となるのである (図 3-2)。 このよ

うな集中の増加は，ほとんど買収活動によって

達成されたのである。すなわち， 1968年の60.9

Zのうち，買収活動による部分が15.6%にもな

り，内部成長の 5.2%を大きく上回っており，

1947年に比較して増大した18.5%のかなりの部

分を占めることになるのである28)。

しかも， このような傾向は，買収活動が最盛

期を迎える1968年頃に最も強く現われてくる。

いま， 1，000万ド、ノレ以上の被買収企業の総資産

額を，鉱工業における新投資額あるいは既存資

産額と比較してみると， 1948-1953年では年平

均で新投資額に対して 2.8%，既存資産額に対

しては0.18%であった。これが1960-1966年で

は， 14.5%と0.92%となり， 1967-1969年にな

ると37.2%と2.47%と急激な増加をみせること

になるのである加。

25) P. 1. Blumberg， The Megacorporation in 
American Society: the Scoρe 01 Corporate 
Power， Prentice-Hall International， Inc.， 1975 
(中村瑞穂監訳『巨大株式会社ーその権力とアメ
リカ社会』文員堂， 1981年， 63ページ。〉

26) Federal Trade Commission， op. cit.， pp. 84-
86. 

27) Ibid.， p. 162. 
28) Ibid.， p. 197. 
29) Ma1colm S. Sa1ter and Wolf A. Weinhold， 

Diversification through Acquisition. The Free 
Press， 1979， p. 16. 

このような買収を通しての集中の増大に伴

L 、， 1969年にはト γ プ200社が全製造業の資産

総額の 5分の 3以上，すなわち1941年時点での

トップ1， 000社がもっていた資産保有率以上を

占めることになったのである30)。

しかし， このようなアグリゲート集中ばかり

でなく，この時期ではコングロマリ γ ト合併態

様の増大により，企業経営の多角化傾向が急速

に進展することになるのである。しかも，アグ

リゲート集中の増加による少数大企業の経済活

動全体への影響力増大と同様，特定産業内にお

けるその役割の重要性も増してきたのである。

コングロマリット合併態様の普及は， この合

併運動期の大きな特質である。すなわち，以前

の合併運動期には水平あるいは垂直合併が中心

であり，同種企業結合的性格が強かったのに対

L，この期では異種企業結合的合併態様がほと

んどを占めるようになうたのである。

合併態様は， 大きく水平 (horizontal)， 垂直

(vertical) およびコングロマリット (conglom-

erate)の3つのカテゴリーに分けられる。 コン

グロマリット合併はさらに， 地域拡大 (geo・

graphic Inarket extension)， 商品拡大 (product

extension)および純粋コングロマリット合併態

様である「その他 (other)Jに分けられる。 FTC

の説明を引用すれば，

「水平合併は，同じ地理的市場内で，同ーのある

いはより緊密に関連した製品を生産している会社同

士の合併であり，例えば WashingtonD. C.内の

2つの牛乳会社間の合併である。

垂直合併は，合併以前から販売者一購入者の関係

にある会社同士の合併であり，例えばアルミニウム

地金製造業者とアルミニウム製品製造業者聞の合併

である。

地域拡大型のコングロマリット合併では，貿収会

社と被買収会社は同じ製品を製造しているが，異な

る地理的市場において販売活動を行っている時の合

併であり，例えば WashingtonD. C.のパン屋と

Chicago のパン屋の合併である。 このような合併

は，かなり水平合併と似通っているため， しばしば

『チェーン』型水平合併と呼ばれることもある。

30) Federal Trade Commission， op. cit.， p. 212. 
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図 3-3 1948-1968年の合併態様別被買収総資産の推移

80 

60 

~-~ ~-~ l~-~ ~-~ ~-~ ~年

出所)Ibid.， p. 61.早川豊「米国における1960年代後半の買収活動と会計」

『経済学研究.JI(北大)第30巻第3号， 1980年11月， 83ベージ。

商品拡大型の場合は，買収会社と被買収会社は機

能的に製造ないし流通において関連しているが，互

いに直接的競争関係にはない製品を販売じているよ

うな合併である。例えば洗剤製造業者と漂白剤製造

業者間の合併である。

『その他』のコングロマリット合併には何ら販売

者ー購入者の関係も，製造あるいは流通においての

機能的関連性もなし、。ここには造船業者とアイスク

リーム製造業者のような2つの会社の合併が含まれ

る。J31l

31) Ibid.， pp. 59-60.このような合併態様の分類は，

司法省の1968年5月の合併ガイドライン (U.S. 

と説明されている。

この合併態様の変化は，図 3-3に顕著にみ

ることが出来る。水平および垂直合併の急激な

減少に対して， コングロマリット合併は増大し

続け，特に純粋コ γグロマリット合併態様であ

る『その他』が1968年には全体の43.6%も占め

Congress， House of Representatives， Inves-
tigation 01 Conglomerate Cortorations -A 
Retort by the Staff 01 the Antitrust Suか
committee 01 the Committee on the Judiciary， 
92d Congress， USGPO， 1971， p. 3.)， John C. 
Narver， Conglomerate Mergers and Market 
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るようになったのである紛。

このような合併態様の転換は， 19印字12};Jの

Clayton法第7条の改正による。これは一般に

Celler-Kefauver法と呼ばれ，その滋釣は「実

質的に競争を議少させ……，独占を発生させる

額向さどもっという特殊な効果を有する全ての聖

の会許や買収，すなわち水平間様， 、し

はコングロマリ γ ト合併に連用されるJ33) こと

にあった。Clayton訟は，価格差盟や排他的拘束

契約，および他社の株式取得などによる

中を規制するものとして1914年に議場してきた

が，そこでは支援己的な大義襟新設会併 (consoli-

dation) に用いられた株式取持会禁ずるのみで

あったため，企業は資産耳元得による抜け道を見

出すことが出来た34)。その総菜， 1946年には企

業数で0.1%しか占めない 1億ドル以上の資産設

をどもつ企業群が，総資産の総タぎをもっという状

況になっていた紛。 FTCの報告 α969年〉によ

ると， Celler-Kefauver法1!lU主主以来，1えトラ

スト機関は800以上の会静に対し挑戦し， 250 

以上の訴語を提起してきた。しかし，そのほと

んど全ては水平，地域拡大あるいは震度合併に

Comtetitio銭， University of California Pr告書s，
1967 (江渡健一，主主海志郎栄一訳 F泣ングPマリヅ

ト合併と浴場競争J東洋意義務新報社， 1971帆シ

5， 10ページ〉で，同擦の分類がみられるo ;J:た，

f寡 ~JJ 岩波新説 1972主p， t112-119ぺ
…ジで， Machlup， Narv母r，FTC， Lynchの分類

を紹介している。
32) Markham (J08総 W.Markham， C01童話rlomerate

Entertrise and Public Policy， Division of 
Research， Gradu皐士号 School of Busine詰sAd-
mini器tr丘tionof Harvard University， 1973. 
pp.8-10)抗 FTCの資料を浴いてtまとめたと

ころでは， 1926-1930年の大型交収 (1，000万 r
ノレ以上)の'合併態擦は， 水準68%，霊祭直5%，コ
ングロマ予ット27%であワ， こ2ング口マリットは

さらに，地域拡大8%，il寄お拡大およびその他19
%であった。

33) U. S. Congress， 1至。use，o.か cit.，p. 8. 
34) F. M. Sherer， lndustrial Market Structure 

and Eco終omicPerformance， Rand McNally 
CoUeg記 PublishingCompany， 1970， p. 474. 

35) U. S. 81th coぉgre諮ら 2d session， Sen器te，
P記portNo. 1775， p. 3. quat記dfrom U. S. 
Con喜E邑ss，Hou話器，01う.cit.， p. 20. 

対してであり，これらの態様を減少;;1tたが，

逆に寓品拡大あるいは「その姶j純粋ヌングロ

マリザト合併合増大させる結果を生んで、しまっ

たのである390

これは伺時に，大企業における経営の多角化

さと進展;;ぜた。茨3…1は， 1960~恥 1965年お

よび1968年におけるトヂブ 200製造企業の平均

(Standard Industry Cla合

計ncation:SIC戸〉による 2桁農業中分類〈院がr

in出strygroup)， 3桁 E設業小分類(industry

group)， 4桁産業細分類(industry)， 5桁品自群

分類 (prod誌は class)裂に示している。各産業分

類において， 1960年代にこれら大企業がかなり

関連領域を説大していったことがみてとれる。

これを平均数ではなし個別企業の

数到に分類してみたものが表 3 2である。

36) Federal Trade Commission， op. cit.， p. 62.当

初コング開<'lJヲト合併の市域紛争や数点に対す

る影饗効;祭が論議の対象となり， Celler-Kefau-
ver法の規制対象となりうるか結論が出されてい

なかった。しかし， 1968年5月に弓後守誌が買収支f
イドラインを発達突することで幾鋭対象として明後

化された。これは，平JIi差是官米国企業会計詰u度の

研究J北大図濠刊行会， 1982年， 198-201ベージ

に詳しい。

37)建築分類で，一般的に佼潟されるのは行政管理予
算庁 (Offic母 ofMan註gementand Bud鮮のの

統計激策課が，政府機関の絞言i‘資料の土色毅を~Jl，
にすることを箆約としておしている Standard
Industry Classification Manualである。 1939
年に初めて発渓されて以来改iEを経てきてしもる。

その分類の茎コド単位:は総理的立地を土台とする事
業所〈部tablishment)であった。その等専成t土，
1紛産業火分類 (indu芭trial division，例えば

D.製造業 (Manuf説cturing))，2桁度業中分類

(major industry group，例えば20，食品関連ぷ

(F∞d and kinded products))， 3桁厳然小分類

くindustry group，例えば 208，飲料出ever-
ages))，4桁長霊祭縮分類 (industry，例えば2082，
モノレト飲料 (Maltbeverages))， 5桁Ifb疑事草分類
(product c1ass， 例えば 20821， 告人ち1::"ーノレ

およびエール (Cannedbeer and ale))，そして

7桁での製品分類 (product，1例えば2082114，12 
:;tンス後入りビーノレ (12once can))，に分か九

桁が大きくなるほど喜平継にたってゆく o U. S. 
Department of Commerce， Bureau of Census， 
1972 Census of Manufacturers， Vol 6， Sゆ
ject and stecial report series， USGPO， No-
vember， 1975. 
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1960， 1965および 196霊長手におけるトップ200製造企業が事業総動を

行う産業の平均数
表喜一1

トy プ200製造会終!lが考察警護活動を行う

平均産業数

1容器8

33 

20 

14 

1965 

27 

16 

11 

1960 

13 

g 

21 5桁品目華字分類

(product class) 

4桁E最終総分類

(industry) 

3桁産議妻小分類

(industry group) 

2桁E霊祭中分書道

(major industry group) 

躍E業分葉真

§ 5 4 

'*年度における草壁E主主主撲による。

出所) Ibid.， p. 221. 

1) 

1950年および1968年におけるトップ200製造会議室が泰業活動を行う

産業数

表3-2

5桁品滋害事分類

1950 1968 

4桁霊童言葉細分案提

1950 1968 

企業主1毒事諸悪活動

を行う産業委主

5以下

6-10 

11-20 

21-30 

31-40 

41-50 

50以上

Q
d
a
v
o
d
戸

a
Q
M

向。。&

宅
ふ
刈
坤
9
A
-
q
G
O
G
q
o

《
む
の
'
'
-
z
a
h
4
0
8
0
0
凸
古

今

&
q
d
n
d

令

u
t
-
-倫

6

8

0

7

台

1

9

1

3

7

3

1

1

 

n
b
"
b
噌
・
尚
武
M

G

u

q

O

宅

4

5

5

5

2

 

200 

Federal Trad母 Commission，Economic Rejうort-Co終glomerateMerger 
Performa匁ce:an Emρirical Analysis of Nine Coy.ρorations， USGPO， 
Nov悲mb告r，1972， p. 64. 

200 200 200 引
叶
削

僚主奇〉

の企業数でみると 1950年には66社 (33%)であ

ったものが， 1960年には 132社 (66%) と2倍

の噂加をみせている。しかも， 4桁， 5括とも

50以上に関連する企業は1968年には各々 9社，

32設へと増加してきたのである。

しかも これら大企業は，単に寵連領域主ど拡

したばかりでなく，関連する各室長業内での重

要度安増してきたのである。表 3-3は，

業分類は 4桁と 5桁のものが用いられてい

る。 1950年から1968年にかけて，開産業分類と

も食業の関連産業数の増加をはっきりと示して

いる。 4桁では， 1950年に11以上の産業に関連

する企業が89社 (44.5%)であるが， 1968年 に

なると 146社く73%)となる。 S拐でも 137社

(68.53の が 181社 (90.5%)となるo 5荷の方が

より細い分類となるたtb， さらにお品自若手以上
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表3-3 1963年のトップ100製造企業が持タっている 5結晶自若手ぬの主滋的地位

4社築中率による分類

ぷ侵害宇野dの トγ ブ100も社っ2)が1伎の トップ100滋:宮〉が1-4位の
2. ぬ図書学数1l シぉアさと 品目語学 ジ a アをもっ，s宮署平

4殺事長中語辞 Z 
十 一

男6
3.必際事字数 ふく3+2) 5. 品民事事委主 6. (5+(2x4社)

20%来機 147 45 31% 66 11% 

20-3合 370 180 49 304 20 
40-59 279 171 61 312 28 

60-79 148 103 70 215 36 

80-100 87 70 81 155 45 

金品隠若手 1，031 569 55% Z，O522083515 x 
(1，052+ (1， 031 x 4校))

1) 品沼要事115務センサス分類による。それらは一般に， 4総量霊祭細分綴よりも霊長く

話実定された主主滋滋重きからなる。 1963年il:...Jt;γサスは417の産業譲譲分類とさらによそ

れ女暴露分して1，031の品民総を決めた。しかし19部長Fの417霊霊祭細分類の%以上は
ただひとつのお自君事からなる。

2) トy ブ100社は1963年の意義迭差是で、の付加fIlIi1震によって主主められた。
泌所) F邑deralTrade Commission， Economic Rψort 0潟 CorporateMergers， 

p.218. 

表3-4

企業が上位4社以内の

古/綜アをもっ援策数1l

20以上

10-20 

7-9 

4-6 

4以上計

2-3 

1つのみ

なし

総 計

わ 4桁産業分類によるo

i:I:I所) Ibid， p. 216. 

会議数

1吉58 1963 

2 3 

5 14 

14 21 

22 32 

43 70 

34 23 

18 7 

5 O 

100 100 

3<1-3 

業でのト γ ブ100社の市場占有率と市場集中震

させてみている。 5桁品隊群分類におい

全1.031品 g群のうち上位4設による市場

占有率が 80-100%と商い87品目群では，内70

品目群 (81%)でト γ プ100社が第 1位の市場点

もっている。これをよ佼4社以舟の地位

(87ぬ図書手X4=348) をト?プ 100詮がどのくら

い占めているかでみると45%となっている。i"

なわち，市場集中の進んだ産業における大企業

の影響力は大きかったのであるo

しかも，表3…4にあるように，

は拡大する傾向にあったのである。すなわち，

企業が上位4社以内坊市場占有率キどもっている

(4桁綾業綴分類)数きとみると 4つ以上と

なるのが1958年で 100社中43社， 1963年では70

社に上っているのである。
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表 3-5 1950年のトップ 1，000製造企業のうち買収された327社が産業内で有していた位置

品目群数
(1) (3) (4) (5) (6) (η (8) 

被買収企業の
(2) 

企業数 1社平均 1位のγ エ
総数 アを占める

2 - 4位の
シェアを占め
る品目群数

5 - 8位の
シェアを占め
る品目群数

9位以下

産業内での位置 (4+2) 品目群数

総数 327 6.7 2，193 158 461 480 1，094 
1つの品目群内で 1位の

γaアを占めていた企業

1つの品目群内で2-4位

のγaアを占めていた企業

1つの品目群内で5-8位

のγ ェアを占めていた企業

重要な位置を占めて

いなかった企業

111 8.8 

126 6.5 

56 4.5 

34 4.4 

965 158 218 185 404 

817 243 193 381 

260 102 157 

151 151 

注) 被買収企業の関係した5桁品目群数とそのγ ェアの順位は1950年度のものである。これらの
企業は1951年から1968年の間に買収された。

出所) Ibid， p. 53. 

このような大企業における多角化傾向， しか

も多数の産業内でその重要性が拡大するという

傾向は，活発な合併，買収活動によるとされる

のである。 1950年にはト γ プ1，000製造企業と

してラングされていた企業のうち， 1968年まで

の18年間に 327社が吸収合併されていった。そ

のうち 190社は， 1968年のトップ 200社に買収

されている。特に大企業が大企業に買収される

傾向が強かったので、ある。

しかも，被買収企業は，ひとつ以上の産業で

重要な役割を果たしていたものが多かった。表

3-5にあるように，吸収合併された 327社中

3分の 1の 111社は少なくともひとつの産業

(5桁品目群分類〉において第 1位の市場占有率を

有しており，さらにもう 3分の 1の126社は同

様に第2位から第4位の位置にいたのである。

これらの企業は 1社あたり平均7品目群に関

連していたため， 327社全体ではのベ 2，193品

目群に係わることになる。そのうちこれらの企

業が市場占有率で第 1位にあったのは 158品目

群であり，第 2位から第4位では461品目群と

なったのである。一方で，この 2，193品目群中

上位4社の市場占有率が30%以上となるのは

1，403， 50%以上では 615ほどあったが， この

ような集中の進んだ品目群において，被買収企

業327社がその上位4社内に入るものは619品

目群にも上るのである紛。

ここでさらに，企業の多角化傾向が既に1950

年代からかなり一般的となっていた点をみてみ

たい。図 3-4でt土， 1950年と1962年を比較し

て， トップ 1，000社が有する 5桁品目群数を示

している。ここからも，全体的な多角化傾向の

存在が読みとれるであろう。ただ，企業規模が

大きいほどその傾向が強いとはいえる39)。

このように，この時期の合併運動，特にコン

グロマリ γ ト合併の一般化は「産業構造に変化

をもたらし，その結果単一市場企業は多市場企

38) Federal Trade Commission，。ρ.cit.， pp. 54-
55. 

39) U. S. Congress， Senate， Economic Concen-
tration-H earings before the Subcommittee on 
Antitrust and Monopoly of the Committee on 
the Judiciary， Part 1， USGPO， 1964， pp. 
157-158. 
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図 3-4 1950年と1962年におけるトップ1，000社の有する 5桁品目群数別に
みた企業の分布状況

(企業数)
500 

400 

300 

200 

100 

。
1 2-5 6-15 16-50 

圏1950

.1962 

出所)U. S. Congress， Senate， Economic Concentration-Hearings before 
the Subcommittee on Antitrust and Monoρoly of the Committee 
on the ]udiciary， Part 1， USGPO， 1964. p. 157. 

業に取って替わられた」仰のである。しかも，

大企業が合併，買収を通して経済集中の度合を

高め，同時に多数の産業内でその影響力を拡大

していったことを議会，政府機関では非常に重

要視していったのである。

40) Federal Trade Commission， Economic Re-
Iうort-ConglomerateMerger Performance : an 
Emρirical Analysis of Nine Coゆorations，
Staff Retort to the Federal Trade Commis-

2. 会計に対する社会的関心の品まり

前項ではセグメント別財務報告の基準設定が

進められる第三期の合併運動の特質を検討した

が， ここでは基準設定機構における時代的性格

をみてみたい。

sion， USGPO， November， 1972， p. 17. Gort 

は米国での多角化の進展を1929年から1954年の期
間で研究した結果，既に1930年代から多角化傾向
はみられ，1940年代，1950年代へとその拡大が急速
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1960年代から70年代にかけて，会計基準を巡

る状況は著しく厳しいものとなってきた。会計

基準およびその設定段階に対する公的機関や民

間の関心の昂まりと彼らの強力な介入は，会計

を過度に政治的色合の濃いものにしてしまった

のである41)。 会計基準の設定は， r完壁な論理

や経験的発見 (empiricalfindings) と同様，政治

的活動の産物であるJ42) とみられるようになっ

たのである。

特に1960年代に亘って会計基準設定の任に当

たった APBでは，議会，産業界などからの圧

力構造を無視してはその公式見解の権威を維持

出来なかった。 APBはその公式見，解を遵守

させる権限を持たず，そのためには強制よりも

説得に頼らねばならなかったのであるω。そ

れは， 1960年代早々に起こった投資税額控除

(Investment Tax Credit)論争に顕著にみられ

る。 1962年には Kennedy政権が景気回復を目

的として，一定の要件を満たす設備投資につい

ては投資額の一定額に相当する額を法人所得税

額から控除するという，いわゆる投資税額控除

を1962年歳入法において採用した， APBはこ

の会計処理法を検討し， 同年12月に Opinion

No.2を公表し控除分を取得資産の耐周期間に

期間配分する方法〈繰延法〉を主張した。 しか

し，政府はそれでは経済に与えるインパクトが

減少するとして反対し，一括してその年度の控

除とすること(一括流入法〉を主張した。産業界

の同調，さらにSECが1963年にはASRNo‘96

を出して両方法を認めたことにより， Opinion 

No 2 は完全に無視されることになったのであ

る。結局 APBは「率直に古い諺『力は正義な

に進んだとしている。そこで，長期的な視点から
みてもその趨勢は基本的現象であったとするので
ある。 MichaelGort， Diversification and I~銘
tegration in American Industry， Princeton 
University Press， 1962， p. 3， pp. 41-59. 

41) Z巴ff，ot. cit.， p. 48. 
42) Charles T. Horngren，“ The Marketing of 

Aaccounting Standards，" Journal 01 Account-
ancy， October， 1973， p. 61. 

43) Previts and Merino，。ρ.cit.， p. 290. (前掲訳

書， 311ページ)

り』を認めJ， 妥協的な OpinionNo. 4を出

して両方法の使用を認可したのである44)。その

後も， 1971年に Nixon大統領がこの投資税額

控除を復活させた際に，今度は SECの支持を

得て再度繰延法を唯一承認された方法として認

めさせようとしたが，上院の介入により再び挫

折することになるのである45)。議会が両方法の

選択適用を立法化を通して認可したことで，会

計基準領域に介入してきたことは，他の問題で

も同様の立法化が可能であることを示したので

ある紛。

APBは， このような現状に対する他団体の

意向に注意を払う必要を痛感し，草案の公開や

公聴会などを実施したが， APBの見解に反対

する者はその再検訂を促すために議会やSEC

へのアピーノレを展開していったのである47)。結

局， APBは外貨換算， リース，原油，ガス生

産会社の会計48) 有価証券49〉， セグメント別財

務報告の論争などの重要な問題を解決し，適切

な会計基準を公表することが出来なかったので

ある。買収会計と持分プーリングの論争に結着

をつけるものとして公表された Opinion No. 

16 (1970. 8)にしても， 公開草案 (1969.12)の

段階では持分プーリング法の採用に厳しい枠を

炭めていたのが，産業界からの反発に会い，そ

の姿勢を後退させていったのであるm。

このような APBの苦悩は，その公式見解を

会計基準として一般的承認を得させる強制的権

限を有していなかったからに他ならない。APB

44) Sei1der， ot_ cit.， pp. 558-559. 
45) Charles T. Horngren，“ Accounting Princi-

ples: Private or Public Sector?，" Journal 01 
Accountancy， May， 1972， p. 40. 石井，前掲論

文， 34ページ。
46) Previtz and Merino，。ρ.cit.， p. 308. (前掲訳

書， 331ベージ〉。
47) Zeff， o.ρ. cit.， pp. 48-49. 
48)早川1，前掲書，第5章参照。
49) Horngren，“The Marketing of Accounting 

Standards，" pp. 63-64.参照。
50)中根敏晴「合併会計の再検討JW長崎造船大学研

究報告』第13巻第1号， 1972年4月， 67-79ベー
ジ，同「買収会計の再検討』同第14巻第2号，
1973年10月， 74-83ベージ参照。
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の母体である AICPAは， APB Opinio訟の

るため， 1965年には「一般に認めら

れた余計原則からの承離を監査説明書に開示ず

ることを要件とするj ことを決議した。しか

し，その「本離を開示しなL

する有効な制裁手段をもっていなかった iので

ある51L

会計慕準設定の最終的機擦は SECが有して

いる。しかし， SECは1938年の ASRNo. 4 

において， SECに提出される財務諸表が

力な権威ある支持 (substantialauthoritative sup-

port)J さともたない会計原郊に従って作成され

た場合は，誤解合招き，不正確なものと考えら

れると表現ずることで，

民!務部門に委ねたとみなされるのである。 SEC

のこの方針を受けて， CAPあるいは APBが

として活酷してきたのであっ

た。 SECの主任会計官であった JohnC. Buト

tonは， SECが法的権限なもちながらも，

APB ~こ捻パートナーシヂブの関係にあること

を強調している52)0 SEC委員の Byron D. 

Woodsideも， 投資税額按散論争に関L，i我

は々会計二とや APBを拒絶する積りはなかっ

た。 反対に，我々は披らの社事を激励してきた

し，今もそれを継続しているj紛と， APB支

持の方針を主張している。しかし， SECは

ruleや regulationあるいは release など

で，会計基準に対する考えを強おj的に遥罵させ

うるのであり， しかも実離にそのような行動

こすことで，好むと好~ 'd'るとに持らず

APBの位議事を制約してきたのは否めなし、。

しかも，この時期には SEC

を民間部門に委ねていることへの批判，あるい

は会計基準の不合現性や会計士の倫理性などへ

51) Previtz and Merino， op. ci人 p.291. (前掲訳

警察， 312ページ)

52)“P品perShuffiing and Economic R官ality"
Journal 01 Accountancy， January， 1973， p.26. 

53) Byron D. Woodsid巴“ GovernmentωAccount・
設ntRelation6" J our銘al01 Account仰 cy，Sep・
tember， 1964， p. 68. 

の批判が強まっていることも見落すことが出来

なし刻。会計基準設定の経務を民間部門から取

り上げ，パブリッグセクタ}の監督下に置くよ

うにとの主張は 1970王子に原価計算基準を連邦

政府の側で設定するための CASB の設置59，

会許領域に対ずる議会の直接的介入念勧告した

1976年のメトカーブ委員会報告欝5のなどによ

り，一線現実的なものと L

に脅威を与えてきたの

る。

セグメント別財務報告の薮準設定過程は，こ

のような会計ー基準設定機構での強力な圧力の存

在の下で展開されていった。 SECはこの基準

の中では，謎来の民務部門へ基準設定

をねるという方針をー費して競持Lてゆこう

という姿勢がみられる。しかし， APBは結局

その責務を果たすことが出来なかった。したが

って SEC筏身が議会あるいは産業界との直接

的対誌をj自られるなかで，規則作成会行‘ってゆ

くことになった。ゆえに， FASBの設3立後は，

積極的にその基準設定を支援する方向合諮った

のである。 FASBの登場も， APB 

設定機構内で課された役割を十分に果た弓きなか

ったためであり， FASBは米解決として残さ

れた会計開壌を早急に解決する必要があったの

である。

四 セグメント別財務報告をめぐる基準設定

機構 (1)1965-1973 

いて-!zグメソト別財務報告

54)このような捻籾の代淡としては， Robert Ch器tov，
Corpψrate Financial Report-P幼licor Pri官。te
C側 trol?，Th色 FreePr母S6，1975，および Abraω
泌総J. Briloff， U.匁acωuntableAcco搬 t仇g，
Harper & Row， 1972， More Debits Tha宛
Credits-The Bぉrnt[n暫estor's Guide To Fin槻・

cial State将軍ents，Harp母r&及。w，1976 (熊野

笑玉、今書道霊童志 中根敏勝共訳 r現代金言葉と不正
経理』マグ世ウヒノレ妻子学社， 1980析などがあげ
られる。

55)主f!J!I， 前掲害警， 第2主主参長索。

56) 河上， 第1宝安委主照。
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設定過程である第三期での時代的特質としての

合併運動の質的変化と，会計基準設定機構内の

特質を検討した。

そこで以下では，既に図 2-1で示したよう

に，第三期での会計基準設定機構である第 4段

階(1965-1973) と第 5段階 (1973-1977)の

区分により，セグメント別財務報告の基準設定

過程を 2つの段階に分けてみてゆく。ここで対

象とされる第4段階は，合併運動により企業経

営の多角化が進み，連結財務諸表での企業情報

の不適切さが議会，政府機関あるいは財務アナ

リストにより批判され， SEC が企業ディスク

ロージャーの改善としてセグメント別財務報告

を企業に求めることになる過程である。 Lか

L， APBによる会計基準設定は行われずに終

わった。この段階は， 1965年に議会の公聴会で

初めてセグメント別財務報告の必要性が主張さ

れてから， 1973年に会計基準設定の任務がAPB

から FASBに移行するまでの期間である。

1. SEC主導での基準設定機構

(1) 議会と SECの対立

米国における第3次合併運動に対しては，議

会や政府機関特に司法省や FTCという反トラ

スト規制機関が深い関心をもっていた。上院司

法委員会反トラスト独占小委員会が開始した

「経済集中 (EconomicConcentration)Jと名づ

けられる一連の調査活動 (1964.7~1970. 2)も

そのひとつの表れである。同小委員会の主な任

務は，当時の企業買収や合併の急増が，経済集

中および市場集中をもたらし，市場経済の基盤

としての自由競争を阻害していなし、かを調査す

ることにあった57)。セグメント別財務報告の論

争は同小委員会の公聴会に端を発つしたといえ

る。しかも， この1970年まで続けられた調査活

動の中での同小委員会の追求が， SEC を動か

して SEC規則を作成させてゆくことになった

のである。

反トラスト独占小委員会が，セグメント別財

57) U. S. Congress， Senate， Economic Concentra-
tion， Part 1， pp. 1-2. 

務報告を主張するようになったのは，大企業に

よる市場集中の情報が得られなくなったためで、

ある。すなわち，大企業が買収や合併を繰り返

して経営の多角化を進めたため，大企業が公表

する連結財務諸表だけでは個々の産業に関する

情報の量と質が急速に悪化してしまったのであ

る。これは，買収や合併がなければ公表され続

けていたで、あろう各企業の個別財務諸表が親会

社の連結財務諸表の中に吸収されてしまうため

である。したがって，同小委員会が特定産業の

市場集中の状況を分析Lょうとしても，その産

業内で高い市場占有率を有する企業から適切な

産業情報が得られなくなったのである。これら

の大企業は，多くの異なる産業に携わっている

ため，特定産業にのみ関連する収益率，資産総

額，売上高および原価などの情報は提供されな

いのである。

同小委員会の1965年 3月から 4月にかけての

公聴会では， この時期から急速な拡大をみせる

コングロマリット企業に対処するため， コング

ロマリット合併への反トラスト政策の適用を検

討していた。既に三でみたように， コングロマ

リット合併は1950年の Celler-Kefauver法の

施行以来急増していた。そこで，その直後から

買収や合併の規制を目指す反トラスト規制法案

が Adams 教授及びそれを引き継ぐ Kaysen，

Turner両教授らにより提唱されてきていた

が，いずれも実現されなかった問。このような

規制への動きはこの公聴会において反トラスト

政策立案の前提となる大企業の財務諸表情報の

量と質の改善，すなわちセグメント別財務報告

の制度化要求となって現われた。 1965年4月5

日に聞かれた公聴会で， Joel Dir1am教授がこ

の問題を真っ向から取り上げた。

「反トラスト政策の拡大が必要かどうかは現在の

情報を基礎としては決定することが出来ない。」

すなわち，彼の主張では，

「経営の多角化を用いる競争的戦術 (competi-

tive tactics)を切らかにするには， 各事業部 (di.

58) U. S. Congress， Senate， 0ρ. cit.， Part 2， 1965， 
p.769. 
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vision)と製品群 (productline)}別に相対的収益

率が明らかにされるべきである。我々は，多くの大

企業での異なる製品群別の売上高すら知らず，まし

てやこれらの製品群で発生した利益率や損失など知

らない。我々はこの領域ではほとんど全く無知なま

まで行動してきているのである。我々は公共政策に

おける法律の制定や修正の提案の支えとなる正しい

判断に達することが出来ないのである。J59)

このような反トラスト政策面での主張は，以降

の議会，政府機関側の考えの核となるものであ

る。

一方で彼らは証券下投資業界に支持者を得

た。多角経営を行う大企業の連結財務諸表だけ

では，各事業の収益率や経営能力の詳細がわか

らなし、。例えば，一事業部で全体の 5%の売上

高しかないのに，利益では30%も貢献している

とLづ情報を得ることが出来た場合でも，これ

は必ずしもその事業部の際立った経営成績を示

しているのではなく，主力事業での不振を表わ

すのかもしれない6ω。しかし，その詳細は連結

ベースでの財務諸表では外部に知らされること

はない。それによる一般投資家および機関投資

家の投資リスグは増大せざるを得ないのであ

る。ゆえに，反トラスト独占小委員会がセグメ

シト別財務報告問題を取り上げてきたことには

強い期待をかけてきたのである。同小委員会に

投資業界としての意見を書簡で送ったDreyfus

社の YuraArkus-Duntov投資担当役員は次

のようにのべている α965.5.26)。

i Ii'コングロマリット』企業への投資問題に私は

長い間関心を払ってきた。事業別業績を開示しない

『コングロマリット』企業を扱う時，伝統的な投資

分析の手法では投資家や株主に適切な解答を提供出

来ないところに困難さがある。J6D

ゆえに， コングロマリット企業にセグメント別

財務報告を課す動きは，投資業界にとっても望

ましい方向だったのである問。投資分析におけ

59) Ibid. 
60) Ibid.， p. 1071. 
61) Ibid. 
62) Ibid.， p. 1072. Duntovはまた，周年9月10日

の同小委員会の公聴会で同様の証言を行っている
(u. S. Congress， Senate， op. cit.， Part 4，1965， 
pp. 1705-1712)。

るセグメント別財務報告の有用性の主張は，

Dirlam教授や反トラスト独占小委員会も積極

的にに取り上げ， SECに規則作成を促す有力

な論点ともなったのである。

Dirlam教授は，先の証言の中で，セグメ γ

ト別財務報告を企業に義務づけるためには1934

年証券取引法の改正が必要だと主張した。これ

を受けて， 小委員会の Hart委員長は， 証券

取引法の執行機関である SECにこの問題に対

する調査を行い，法改正の是非を答申すること

を求めた。 SEC委員長 ManuelF. Cohen 

は， これに対し早速調査を始め，同年6月4日

には Hart委員長に宛てて法人金融部が作成し

た SEC側の回答を送付した。その論旨は大き

く2つの主張から構成されている。すなわち，

その第 1点めは， Dirlam教授の主張する形で

のディスグロージャーの拡大は，証券取引法の

改正を必要とせずに現行の規定で十分可能であ

ること。第2点めは，現在のところ SECとし

てはセグメント別財務報告を求めるつもりはな

いということである。結局， SECの回答は小

委員会側の主張とは真っ向から対立するものと

なったのである。

証券取引法改正問題に対する SECの主張に

よると，現行の1933年証券法 ScheduleA (8) 

で「証券発行者が実際に携わっている，あるい

は将来携わる予定でいる事業の一般的特質」に

ついての情報を求めており，その Section7で

は SECに対して「投資家保護に適切だと思わ

れるディスグロージャーが今とは異なる方法に

より登録届出書中に含められる必要があるとみ

た場合にはJruleや regulationによって，

より詳細なディスクロージャーを要求する権限

を与えている。同様に， 1934年証券取引法にお

いても， Section 12 (b) および 12(g) (1) 

の規定により，証券取引所および居頭市場で取

引される証券について， より詳細な情報開示を

求め得るというのであるω。 それゆえに1"も

63) U. S. Congress， Senate， op. cit.， Part 2， p. 
1069. 
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し，投資家保護に必要と思われるならば，

Dirlam教授の勧告のようなディスグロージャ

ーをも含めて， SEC はより詳細なディスグロ

ージャーを要求する権限を既に有しているJ64)

と主張するのである。

しかし，当時の SECはセグメ γト別財務報

告に関心を抱きつつも，なお製品やサービス別

の営業利益あるいは純利益情報の開示には慎重

であった。 Hart委員長への SECの回答では

その理由として以下の 6項目を挙げている。

(1)投資家にとって，そのような情報のベネフ

ィットが，付随するコスト，特に会計士による

監査証明を要求する場合のコストに見合うか疑

問である。

(2)管理費，研究開発費および諸税等を製品聞

で配賦し，原価算定する方法には，不正確さと

多様性が伴い，情報の信頼性ならびに有意性に

疑問がある。

(3)企業の競争的地位を損ってまで製品原価や

利益情報の開示を求めることが，当企業の投資

家や一般大衆のベネフィ y トとなるか疑問であ

る。これは，特定の製品が全売上高の10%にも

満たなし全社的な重要性が相対的に小さい大

企業と，同製品で競争関係にありながら企業内

での相対的重要性は大きくなる傾向にある小企

業とに同一基準を課す場合に問題となるのであ

る。

(4)全ての企業から有意義な情報を引き出す基

準を作成することは困難を伴う。例えば，報告

単位を決定する際には，事業部，法人，製品群

あるいは産業グループのいずれを基本とすべき

かのような問題があるからである。

(5)証券諸法の下では，情報開示にあたり，登

録企業および会計士に法的責任を課している

が，セグメント別情報の開示の場合でも同様な

責任問題が生じる。

(め企業が株主向け年次報告書の中に， 自発的

に製品群別の情報を含める傾向がみられる。

SEC としては， このような傾向を促進すべき

64) Ibid.， p. 1070. 

だと信じている65)。

このように SECは自己の企業ディスクロー

ジャーを規定する権限を主張しつつも，セグメ

ント別財務報告において自らその権限を発揮す

ることは拒否してきたのである。

SECのこの消極的姿勢は， 小委員会側の強

い反発を招いた。この結果，小委員会側では引

き続きこの問題を取り上げ，追求してゆくこと

になるのである。この公聴会での一連の動き

を注目していた WashingtonPost 紙でも，

iSECは完全なディスグロージャーに反対す

ることで， コングロマリットの側に与すること

になった」ω(1965 8.15) と， SECの態度を批

半日している。

SEC としては， このようなセグメント別財

務報告要請の芦を無視し続けることが出来なく

なってきた。このため，翌1966年5月24日の財

務アナリスト連盟の総会で， Cohen SEC委員

長は従来の姿勢を改めて，現状におけるセグメ

ント別財務報告の必要性を認め，規則作成に向

けての活動に入ることを公式にに表明すること

になったのである67)。

Cohen委員長は， 同年9月20日に反トラス

ト独占小委員会の公聴会で， この SECの方針

変更を説明し，独立企業が大規模コングロマリ

65) Ibid.， pp. 1070-1071. 
66) Morton Mintz，“Financia1 Reporting at 

Issue: Debate Creates Strange A1liances，" 
Washington Post， August 15， 1965， reprinted 
in U. S. Congress， Senate， 0ρ. cit.， Part 4， 
p.1713. 

67)この財務アナリスト連盟の総会で Cohen委員長
は， r我々はコングロマリット企業の売上高の分
割を越えた次の目的として部門別による限定的営
業損益計算書 (adefined operating profit and 
10ss statement on a divisiona1 basis) の方

向に目を向けてゆくべきである」とのべて，セグ
メント別財務報告の実施への第一歩を踏み出し
た。 Addressby Manue1 F. Cohen， Chairman， 
Securities and Exchange Commission， be-
fore the 19th Annua1 Conference of the 
Financia1 Ana1ysts Federation， New York， 
Hi1ton Hotel， May 24， 1966， reprinted in U. 
S. Congress， Senate， op. cit.， Part 5， 1966， 
p. 2128. 
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ット企業に吸収併合される傾向が強まったこと

で，それらの企業の財務諸表が非公開となって

きたため，投資家の意思決定が不利となり，ひ

いては健全な証券市場の維持が困難となってき

たためだとのべているω。これは， 連結財務

諸表の限界の認識でもある。同年 10月 5日の

AICPAの総会での演説において彼はこの点に

触れて次のようにのベた。

「過去において，子会社を含んだグループでの財

政状態および経営成績の適切なディスクロージャー

としての連結財務諸表の発展は，長い困難な闘いを

通しての投資家側の勝利であった。そして， コング

ロマロットの問題は，新しいものである。それは，

コインの裏と表である。関連会社数の増大は，全く

異なる事業活動への拡大となり， これによりもはや

投資家が，連結したものとして全体的業績を知るだ

けでは十分でなくなってきたので、ある。」ω

ただ， SECでは反トラスト独占小委員会が

関心を示すような財務諸表情報の反競争的問題

についての責任に一切関心を払っていないこと

には注目しておく必要がある。その後のセグメ

ント別財務報告の内容に関する議会，政府側の

批判は，この点に集中するからである。 SECの

関心は r証券市場で証券取引を行う企業につ

いての情報，それも意味ある情報を提供すると

いう(証券諸)法の下での責任を果たすこと」

にあったのである70)。

しかし， SECの活動は積極的とはし、し、難く，

セグメント別財務報告が SEC規則として公表

されるまでにその後3年聞を要するのである。

(2) SECの民間会計団体への同調

1966年 5月に SECがセグメント別財務報告

への取り組みを初めて公けにした後， SECが

採用した方針は民間会計団体への協力要請で、あ

った。 SECはセグメント別財務報告の会計基

68) U. S. Congress， Senate， op. cit.， pp. 1982-1983. 
69) Address by Manual F. Cohen， before the 

79th Annual Meeting of the American 
Institute of Certifi巴d Public Accountants， 
October 5， 1966， reprinted in U. S. Congress， 

Senate， ojう.cit.， p. 2134. 
70) U. S. Congress， Senate， o.ρ. cit.， p. 1991. 

準設定の場において，証券諸法によって与えら

れた権限の直接行使を極力避け，基準内容の研

究および調査を民間の会計団体に委ねてゆくの

である71)。

その夏以降， SECは産業界，財務アナリス

ト， 会計士たちとの話合いを進め， APBの

「コングロマリットに関する小委員会」にはセ

グメント別財務報告に対する準備研究を要請し

ている。一方では， 財務担当幹部協会 (FET)

が始めようとしている『多角化企業の財務報

告』の研究を支持し，その成果が出るまで一年

間待つことを伝えている72)。

この SECの意向を受けて，民間会計団体で

はむしろ積極的に調査研究活動を進めていっ

た。特に，作成された SEC規則の骨組みを与

えることになる重要な研究としては，先のFEI

の『多角化企業の財務報告j] (1968. 6)73)，全米

会計士協会(NAA)の『企業のセグメント別外

部報告j](1968. 4)などが挙げられる。

FEIの研究プロジェクトの実施は，早くも19

66年に決定され，その12月に RobertK. Mautz 

に委ねられた74)0FEIがこのようなプロジェグ

トを組むことになったのは r関係当局がかか

る報告の必要性および限界について適切な調査

を行うことなく， コングロマリット企業に追加

71) この SECの方針は， 1966年の AICPA総会に
おける Cohen委員長の演説で，規則設定での会

計士への協力要請となって現われた。 Address，
Marnuel F. Cohen， before the 79th Annual 
Meeting of the AICP A， reprinted in U. S. 

Congress， Senate， op. cit.， p. 2135. 
72) K. Fred Skousen，“ Chronicle of Events 

Surroundng the Segm巴ntReporting Issue，" 
Journal 01 Accounting Research， Autumn， 
1970， p. 294. 

73)セグメント別財務報告に対する勧告案は，最終報

告書に先だち， 1967年12月に公表されている。

74)具体的な研究方針および助言は， 管理委員会
(Administrative Committee)により与えられ

た。その委員は SEC の主任会計官をはじめ，
AICPA， NYSE， NAA，財務アナリスト連盟，ア

メリカ法律家協会，投資銀行家協会の代表からな

り， このプロジェクトに対する関係団体の関心の

深さを示している。
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的情報を求めることを懸念したからj15)である。

すなわち，議会側の会計実務に対する批判の昂

まり， SECの姿勢変更に対し，企業側が実態

を踏まえた上で、早急に自らの意向をその基準設

定の場に反映する必要を感じたのである。これ

は，他の民間団体においても同様である76)。

NAAの研究は， Morton BackerとWalter

B. McFarandによって進められたが， これは

既に1964年に『証券投資および信用供与の意思

決定のための財務報告』として行われτいた調

査研究の一環として急速取り上げられることに

なったものである。彼らの調査研究は， どのよ

うなセグメント別財務報告が，資金供給者とし

ての投資家や債権者にとって，最も役立つかを

研究することを目的としていた77)。

これら FEIや NAAの調査研究では，財務

アナリスト，商業銀行家，大企業経営者たちの

セグメント別財務報告についての意識調査も行

っているが，財務諸表の利用者側ではこのよう

な情報を強く期待しており，大企業の側でもこ

の成り行きに高い関心を払っていた78)。内容に

関する勧告では，セグメント別報告利益，監査

の必要性等で意見の相違はみられるが，重要な

報告セグメントの決定に関しては，各企業の経

営者の判断を重視し，かなりの自由裁量を認め

75) Robert K. Mautz， Financial Reporting by 
Diversified Com.ρanies， Financial Executives 
Research Foundation， 1968， p. v， r巴printed
in U. S. Congress， Senate， Role of Giant 
Corporations， Part 2B， 1973， p. 2914. 

76)末尾氏も， APBが Opinionを出さずに1967年
という早い時期に Statementを公表すること
で， その意向を表明したのは， iセグメント別財
務情報の自発的開示について FEIの調査が完了

しないうちに何らかの態度を示しておかないと
SECが開示規則の改正に踏み切る可能性がある
と考えた」からだとする。末尾， 前掲書49ベ-

9。
77) Morton Backer and Walter B. McFarland， 

External Reρorting for Segments of a Bu司

siness， National Association of Accountants. 
1968， p. 1. 

78) Ibid.， pp. 3-4. 
Mautz， op. cit.， p. 144， reprinted in U. S. 
Congress， Senate， 0ρ. cit.， p. 2936，末尾，前掲
書， 44-45ページ。

ているところでは一致している問。この点は，

議会や政府側の主張と対立しつつ， SECの規

則や FASBの SFASNo. 14にまで継承され

てゆくのである。

FEI の研究は， 広範な実務調査を踏まえた

具体的な勧告案を提出するところで評価される

が，セグメントが何を意味するかを明確化する

ことを避け，報告内容でもその勧告を「関係者

による判断と弾力性をもたせて採用」加ノするこ

とを主張し，特に監査証明を求めないとするな

ど，企業デ、ィスクロージャーにおける経営者な

らびに会計土の責任を軽減する性格をもってい

ることは否めない。

FEIゃ NAAの積極的な対応に比べ，会計

基準設定の中心的役割を果たすべき APB の

基準設定に対する遼巡は，その苦しい立場を表

わしていたのである。 APBは， 1967年 9月に

他団体の研究よりも早く， APB自身のセグメ

ント別財務報告に対する見解を表明しているが

それは公式の意見表明の手段である Opinion

ではなく，強制力をもたない Statementの形

式を採ったのである。しかも，その Statement

No.2 ff多角化企業による補足的財務情報の開

示』では，単に，当面多角化企業には，

「その各産業セグメントについての補足的な財務

情報を， 自発的に開示する方向で，各社の状況を注

79)特に， Mautzの勧告 (Mautz，oρ.cit.， p. 157， 
reprinted. in U. S. Congress， Senat巴，0ρ. 
cit.， p. 2949.)ではそのセグメ γ トを決定する時
には，企業全体が単一的性格 (unitaryin nature) 

をもっ場合，すなわち「単一の幅広く規定された
産業内 (within a single broadly-defin巴d

industry)J で活動を行っている場合とか高度に
統合されている場合には，セグメントに分割すべ
きでないと主張する。また， 1967年11月中旬には
Tulane大学でセグメント別財務報告に関するシ
ンポジウムが開催され， SEC，政府，財務アナリ

スト，会計士，学界からの出席者が意見交換を行
った。ここでも大勢において，セグメントの決定
や情報内容で経営者の判断を重視する考えが主張
された。 AlfredRappaport and Eugene M. 
Lerner， A Fral侃eworkfor Financial Report-
ing by Diversified Comρanies， National 
Association of Accountants， 1969， p. 48. 

80) Mautz， op. cit.， p. 158， reprinted in U. S. 
Congress， Senate， ojぅ.cit.， p. 2950. 
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意深くかっ客観的に調査することJ81)

を，勧告することと，今後研究すべき問題領域

をリストア γ プするに止まり，何ら具体的なガ

イドラインも提示しなかったのである。

APBは，この Statement公表に先立ち，

コングロマリット小委員会で検討を加えていた

が，当時の APBの立場としては，セグメント

別財務報告が企業の財政状態や経営成績の公正

な開示に必要か否か疑問をもっとし，財務アナ

リストや政府機関等にとっての必要性や有用性

を評価できないとしていた。しかし，その実施

の可能性を研究し，その後最終的な意見を公表

することを付け加えていた問。それは r議
会， SEC，アナリスト，証券引受業者等の圧力

によって APBは現在の多角的企業による財務

内容の開示の完全な見通しを早急に考えざるを

得なくなっているJ83lからであった。

ところが，結局 APBfえその活動期間の最後

までセグメント別財務報告の基準設定には成功

しなかったので、ある。議会や財務アナリストか

らの圧力や SECの要請に対し， いちはやく

Statement は発表したが， この政治的な論争

の場で会計基準設定の最終的責務を担うことは

APBには出来なかったのである。 この結果，

SEC は会計基準の設定を民間会計士に委ね，

その追認を行うという基本方針を維持すること

が出来なくなった。それゆえ，セグメント別財

務報告の実施は， SEC自らが主導的役割を果

たして，財務諸表にはよらずに SECへの提出

書類のForm中の要求事項として実現されるこ

とになったのである。そのために， 1960年代も

終わりに近づくにつれ過熱化してくる合併運動

81) APB Statement No. 2-Disclosure 01 Sutρle・
mental Financial Inlormation by Diversified 
Companies， September，1967， para 11 (FASB， 
Financial Accounting Standards， Qriginal 
Pronouncements， as 01 June 1， 1981，C ommerce 
Clearing House， Inc.， 1981， p. 387.) 

82) Albert J. Bows， Jr.，“Problem in Disc10sure 
of Segments of Conglomerate Companies，" 
Journal 01 Accountancy， December， 1966， p. 
36. 

83)末尾，前掲書， 49ページ。

を憂慮する議会や政府機関からの批判は， SEC 

が一身に引受けなければならなくなったのであ

る。

2. 1969年の SEC改正規則に対する批判

(1) SEC規則の性格

SECは， 1968年 9月にセグメント別財務報

告をその規則に盛り込むための修正案(第1次修

正案)を公表した。既に民間会計団体はその研

究を終了して，彼らの勧告を提出している。

SECは， それらの研究を受け入れて規則改正

を行っていたのである問。これはさらに1969年

2月の修正(第2次修正案)を経て， 1969年 7月

に最終決定(改正規則)となった。

この規則改正の対象となったのは，企業が証

券発行時に SECに提出する登録届出書の

Formであった。 1933年証券法での FormS-l 

(17 CFR Part 239 ~239. 11)， S-7 (17 CFR Part 

239 ~239. 26)， 1934年証券取引法の Form10 

(17 CFR Part 249， ~249. 210)がそれにあたり，

各Formで財務諸表とは別に開示しなければな

らない項目のひとつ(It巴m) においてセグメン

ト別財務報告が要求されたのである。これは

1969年 8月14日以降に効力が発揮されることに

なった。

改正以前の Formでは， Form S-l， S-7， 

および10のそれぞれItem9， 5， 3の場所にお

いて，企業に事業の説明を求めていた。そこで

は，企業およびその子会社の現在および将来計

画している事業の説明を求めているが， もしそ

の事業が異なる製品，サービスからなっている

ならば， r前年度に全事業活動に対し 15%以上

を占めている各製品ないしサービス，あるいは

類似する製品群，サーピス群ごとの相対的重要

84) Securities Act of 1933， Release No. 4922; 
S巴curitiesExchange Act of 1934， Release No. 
8397-Notice of Proposed Amendments to 
Forms S-1， S-7， 10， September 4， 1968， re-
printed in U. S. Congress， Senate， Role 01 
Giant Corporations in the American and 
World Economies-Hearings belore the Sub-
committee on Monopoly 01 the Select Com-
mittee on Small Business， Part 1A， USGPO， 
1969， p. 764. 
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性を実施可能な限りにおいて」示すこととなっ

ていた85)。改正規則ではこの規定を修正し，各

FormのItemの内容を以下のように改めた。

(a)事業の概略説明， (b) (1) line of business 

(業種)の情報， (b)(2)製品群ないしサービス群

の情報， (c)顧客についての情報， (d)圏外での事

業活動の情報， (e)事業を行っている産業の一般

的競争状態の情報。このうちセグメント別財務

報告に重要な(b)， (c)， (d)について概説したい。

(b)(l)のrIineof businessの情報」では，企

業およびその子会社が2つ以上の lineof busi-

nessを有しているならば， 各 lineof busi-

nessの (i)総売上および収益 (ii)臨時項目，

税引前の損益を額か比率で表示することを求め

る邸〉。ただ， これらの情報を開示する lineof 

businessは， 最近2年間のいづれかで凶総売

上， 収益額の10%以上， (B)損失計上した line

of businessの損失額を含まない臨時項目，税

引前の利益総額の10%以上， (ω(B)の利益総額に

対し損失額が10%以上を占めるという条件のい

ずれかを満たすものに限られる。さらに， この

条件は，過去2年間のいずれかで，総売上，収

益額が5，000万ド、ノレ以下の場合は， 10%でなく

15%の比率が適用される。しかも，情報開示を

求められる lineof businessは，最も重要な

10個まででよいとされるのである。

(b)(2)の「製品群ないしサービス群の情報」で

は lineof businessよりも小さな分類で，

関連する製品群やサービス群ごとに同様な 10

%， 15%テストを適用して，それぞれの売上，

収益および利益情報を求めている。

(c)の「顧客についての情報」は，企業活動が

重要な顧客に依存する場合，その顧客名とその

関係， さらにその取引の重要性を報告すること

を求める。

(d)の「国外での事業活動の情報」では，圏外

85) Ibid.， pp. 764-765. 
86)これらの情報は，白)過去5年間， (ロ!)1967年1月1

日以降に終了する事業年度から当年度まで，判事
業を開始してから当年度までのうちいづれか最も
短い期間に遡って開示されなければならなし、。

での事業活動が企業にとって重要であれば，そ

の事業の重要度とリスクについて1""適切な開

示」を求める。また「可能であれば」との条件

付で，利益額および相対的利益率の開示を指示

しているので、ある。

ここで， SEC規則の性格をより明らかにす

るため，第 1次修正案から改正規則に至る修正

経過をみてゆこう。第 1次修正案の段階では，

セグメント別情報がかなり詳細となっていた。

すなわち，収益，利益の他に資産も「可能なら

ば」の条件付ではあるが同じく開示を求めてお

り，さらに政府関連取引の開示を特別に分離

し，単一の顧客や国外での事業活動と併せて，

line of business と同様の収益， 利益および

資産情報を要求していた。その時には10%テス

トを適用する細則が付けられていた。報告すべ

きセグメントは， 1""関連性を有するあるいは類

似する製品またはサービスのそれぞれのクラ

ス」という表現が用いられていた。

この第 1次修正案に対し，関係団体からは

300通に及ぶ意見が寄せられたが， そこで批判

の対象とされたのは1""製品あるいはサービス

のグラス」との表現， 10%テスト，資産情報の

開示，重要顧客情報や国外事業活動情報の開

示，セグメント別情報公聞による競争上の不利

益，単一業種企業や垂直統合企業にとっての不

利益および過去 5年間に亘る情報公開の不利益

などであった87)。

例えば， General Mortors (GM)ではセグ

メント別財務報告の実施自体を経営者の判断と

することを主張している。特に「製品あるいは

サービスのそれぞれのグラス」との表現では詳

細に過ぎると反発し， FEI研究におけるお1autz

の勧告にある「幅広く規定された産業」のよう

な弾力性をもたせた表現を採用することを主張

している。 GMはさらに， 10%テストがあまり

に狭すぎるとし， GMのような垂直統合企業に

87) K. Fr巴dSkousen，“Standard for Reporting 
by Lines of Business，" Journal 01 Account-
ancy， F巴bruary，1970， pp. 42-43. 
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対する規則適用の緩和を明記するよう要請して

いる。情報内容についても，資産情報の困難性，

地域分割の競争上の不利益をあげてこの第 1次

修正案を批判したのである問。このような批判

は APB，FEI， N AA の意見においても同様

にみられる89)。

SECは， このような意見を大幅に採用し，

翌1969年 2月に第2次修正案を公表した。ここ

ではセグメントの表現を円ineof businessJ 

と改め，報告すべき lineof businessの数を

10個までとしたのである。この lineof busi-

ness が何を意味するかは漠然としている。

SECでは， 各企業ごとに，提供する製品，サ

ービスや合併以前の企業の経歴の違い，あるい

は市場，使用原材料，製造工程および競争状態

という事業活動における特徴に差異が存在する

ことを考慮し， 個別企業ごとに lineof busi-

ness を決定するのが実際的で望ましいと説明

するのである。さらにその決定においては，企

業構造を熟知している経営者が合理的判断基準

に従ってその事業活動を分割出来る最も適した

位置にいると L寸立場を採用した叩〉。その結

果，第 1次修正案に対する批判に沿う形で，経

営者に対し自由裁量の余地を大きく残すことに

なったのであり，先のGMではこの修正を満足

をもって支持するようになったのである900

88) Letter dated November 4， 1968， from R. C. 
Gerstenberg， Executive Vice President， 
General Mortors Corporation， to Orval L. 
DuBois， Secretary， Securities and Exchange 
Commission， reprinted in U. S. Congress， 
S巴nate，0ρ. cit.， pp. 825-829. 

89)“APB Gives Partial Approval to SEC Dis-
c10sure Proposal，" Journal 01 Accountancy， 
Apri1， 1969， p. 12，“ APB Comments on SEC 
Proposal on Product Line Reporting." 
Journal 01 Accountancy， December， 1969， p. 
12， Rappaport and Lerner， 0ρ. cit.， p. 53. 

90) Securities Act of 1933， Release No. 4988; 
Securities Exchange Act of 1934， Release No. 
8650-Adoption of Amendm巴ntsto Forms 
S-1， S-7， and 10， July 14， 1969， reprinted 
U. S. Congress， Senate， 0ρ. cit.， p. 771. 

91) Letter dated March 7， 1969， from T. A. 
Murphy， Treasurer， General Mortors Cor-

一方この第2次修正案では，全ての資産情報

や政府関連取引の開示要求を削除し，地域，顧

客別の情報規定も大きく緩められることとなっ

Tこ。

最終的に1969年 7月に公表された改正規則で

は， さらに規模における競争上の不利益を考慮

して， 5，000万ドノレ以下の総収益しかない場合

の15%テストを採用し，規則の緩和を図ってい

る。また，第2次修正案からは，垂直統合企業

に対する規則適用の批判に応じて，製品，サー

ビスの移転が2つのセグメント聞で大きい場

合，両者を単一のセグメントと認める規定を追

加していた。そこで第 2次修正案では，このよ

うな垂直統合企業あるいは単一の lineof busi-

ness しかない企業に対し， line of business 

とは別に製品群ないしサービス群ごとの情報公

聞を迫った。しかし，改正規則において，単一

の line of business であるとか垂直統合企

業に対する限定を解除した反面，この情報は

line of business と結合して報告することを

認めたため，実質的には単独で公開されること

はなくなったのである。

このように， 1969年の SEC改正規則は，そ

の作成過程において産業界や民間会計団体の意

向を重視し，報告企業の負担を軽減するより弾

力的な内容へと第 1次修正案を変更していった

のである。議会や政府機関では早く規則作成を

進めることを SECに要求していた。 SECは

その圧力を受けて，改正規則を作成したが，そ

れは登録届出書にのみ適用される限定的なもの

であった。これと同様のセグメント別情報の要

求が， SEC向け年次報告書の様式， Form 10司 K

(17 CFR Part 249， !}249. 310) にも拡大されるの

は1970年10月であり， さらに株主向け情報 (17

CFR Part 240， !}240. 14aおよび 14のでは1974年

10月になってからである。 しかし， SECのセ

グメント別財務報告規則の完成は，後に五でみ

poration， to Orval L. DuBois， Secretary， 
Securities and Exchange Commission， re-
printed in U. S. Congress， Senate， 0ρ. cit.， 
pp. 831-832. 
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るように1977年末の RegulationS-K まで待

たねばならなかった。

(2) SEC規則に対する議会，政府の批判

SECがセグメント別財務報告の規則を公表

した1969年になると，合併活動そのものおよび

その情報に関心を寄せる議会，政府機関の活動

が急速に活発化してきた。その過程で，財務報

告の問題が多く取り上げられてきている。

1969年 5月に提出された Johnson大統領の

反トラスト政策調査班報告書 (NealReport)で

は，その調査活動の過程で企業情報の質を問題

にしている。

「経済政策の立案には種々の財務的，経済的情報

を必要とする。それらは，例えば諸産業での競争の

構造，価格と原価の関係，各産業の利益率，買収活

動，工場建設，そして経済的あるいは反トラスト政

策の立案に必要なその他多くの要素に光を当てる情

報である。このような情報の多くは(商務省の)国

勢調査 (Census) に集められているが， その国勢

調査は個々の企業に関する情報公開を禁ずる法に縛

られている。J921

ゆえに新たに政策立案や調査に活用出来る情

報を求めるように行動すべきであると主張して

いる。そこで，セグメント別財務報告の規則作

成を手掛けている SECに対し FTCや司法省

反トラスト局と共同して反トラスト的観点から

利用可能なように利益情報の拡大を勧告したの

である931。

この1969年 6月には，下院司法委員会反トラ

スト小委員会がコングロマリット企業6社をサ

ンフ。ルに集中審議を開始したが，そのスタッフ

レポート (1971) で、は， セグメント別財務報告

の法制化の努力を小委員会レベルで、推進すべき

であると勧告している。彼らの主張によると，

92) Report 01 President Johnson's Task Force 
on Antitrust Policy (“ The Neal Report勺，
Filed July 5， 1968， Released by th巴 Bureau
of National Affairs， Inc.， May 21， 1969， p. 11， 
reprinted in U. S. Congress， Senate， Econom-
ic Concentration， Part 8， p. 5065. 

93)“The Neal Reρort，" p. 12， reprinted in U. S. 
Congress， Senate， op. cit.， P. 5066. 

連結財務報告では一般投資家同様，証券分析家

にとっても多数の事業に携わる企業を適切に評

価することは不可能であるとしている。 しか

し，企業の内部管理においてはプロフィットセ

ンターごとの詳細な財務情報が既に用いられて

いるため，それらの情報が公開されるならば，

事業状況についての追加的な情報として競争を

刺激出来ると考えていた的。それゆえ，

「国内外で年間 2，500万ドル以上の売上をあげる

か，同額の資産を有する企業に対し，彼らの事業活

動で普通に維持されているプロフィットセンターに

ついての損益計算あるいは貸借対照表の情報を公開

する報告書の提出を義務づける法制j化について，小

委員会はこれを支援すべきであると勧告する。」ω

のである。

さらに，同1969年 7月には，上院中小企業特

別委員会独占小委員会(委員長 GaylordNelson 

上院議員)が，米国の巨大企業の役割についての

一連の公聴会を開始した。この小委員会では，

「長年にEり，垂直的に統合されたり，多角化し

た大規模な競争者，すなわち巨大企業の公表財

務諸表での業種の連結から生じる小規模，単一

ライン事業企業にとっての問題に関心を払って

きてJ96)1，、たのである。 Nelson上院議員は公聴

会に先立ち， SEC ~こ，作成を進めているセグ

メント別財務報告の規則がこの小委員会の関心

である競争市場の維持に役立つか尋ねている。

それと同時に，企業経営の多角化が急速に進展

しているこの時期に， SECの規則修正作業が

遅すぎ，時間を要するため，小委員会でその法

制化を考えていることを伝えていた97)。そこで

7月9日の Journalof Commerceでは SEC

が第 1次修正案をかなり緩和してきたことに対

し， rNelson 上院議員は提案中の SEC規則

94) U. S. Congress， House， 0ρ. cit.， p. 442. 
95) Ibid. 
96) Letter dated July 9， 1969， from Senator 

Gaylord Nelson to Chairman Harmer H. 
Budge of the Securities and Exchange 
Commission， reprinted in U. S. Congress， 
Senate， Role 01 Giant Corρorations， p. 759. 

97) Ibid.， pp. 760-761. 
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(本稿での第2次修正案一筆者)宅t:Iiはるかに越え

た~ (厳しい)法案をつくると脅してきてい

るoHart上院議員(反トラスト独占小委員会)は，

最近の意見の中で. SECの提案の内容とその

進展の速度に不満足だとのべているj と報じて

いる紛。

SECの HarmerA. Budge委員長はそれ

に答えているが， SECの作成する規則は小委

員会の目的に沿ったものではないとし，小委員

会の法制化が競争の公平さを求める目的を満た

すのに必要であるか否かを決定する権眼をもっ

ていないと， SECとして反論しているω。

1969年7月14日には. SECの改正規則が公

表されたが，同日の WallStreet Journal紙

や WashingtonPost などの各紙では. SEC 

がrHneof businessJを限定せず，その判断

を各企業の軽営者の判断に委ねたことを特に報

じていた100)。このようなセグメントの決定に関

する批判としては，既に同年 1月に提出された

Johnson大統領の物価安定閣龍会議の報告書

が SECの採用する10%テストの不適切さを主

張していた。間報告書中の『スタディペーパ-

No.2 ←一一一一一一『一-

「コングロマ 2γ ト企業による公表財務報告」

の項でで、. SECの第 1次修正案の10%テストを

批判している。

すなわち，企業経営のコングロマリット化

は，企業内部に数多くの築なる製品群を持たせ

るようになったが，その結果，個々の製品群は

企業内での相対的重要性が低下してしまった。

ゆえに. SECの10克テストでは余りに大まか

に過ぎ，その情報はほとんど無意味なものとな

98) Jan Nug邑nt，"Big Firms Fight Data Re-
quest，" Journal of Commerce， July 14， 1969， 
r邑printedin U. S. Congress， Senate， op. cit.， 
Part 1. pp. 553-554. 

99) Letter dat邑dJuly 9， 1969， from Chairman 
Budge of SEC to Senator Nelson， r日print邑d
in U. S. Congress， Senate， op. cit.， Part 1A， 
pp. 761-763. 

100) U. S. Congress， Senate， op. cit.， pp. 778-780. 

ってしまうというので、ある O

いま， 問勢調査 (Census)による産業分類を

用いて SECの10%テストを適用すると，米国

でのト γ プ50社の 756部門中 105部門 (143百)

についてしか部門情報が得られなくなってしま

う。ただ， これでも国勢調査の「産業分類」

は， SECの第 1次修正案での「製品群」より

もかなり広いため，割合は過大なものとなって

いるという。これを総売とに占める割合を 5%

とするか，売上高が2，500万ドル趨の部門とい

うように規則を強化すれば， 317部門 (42%)に

拡大するというのである(表4-1)。

そこで， このスタップレポートで、は， 1.10% 

テストのレベルを 5%あるいはそれ以下にす

る。 2.売上高がある一定の額，例えば2，500万

ドノレを超える全ての製品群に対してその売上，

収益の報告を求める。 3.重要な合併， 買収の

後， コングロマリット企業は一定の期間採用し

た会計基準を変更することなく，被合併企業の

財務的業績を分離して報告させる。 4.投資家や

競争市場に関心がある反トラスト規制機関にと

って， コングロマリット企業の重要性が昂まっ

てきたため， SECは投資家と同様， FTCや

司法省の意見を聞くようにすべきであると，勧

告したのである101)。

しかし， SECは産業界や会計土の意見を尊

重し，議会，政府機関からの意見には極力抵抗

していったのである。この SECの姿勢や改正

規則に対し，議会，政府機闘を代表して強く批

判していったのが FTCであった。そこで次に

FTCの主張， さらに SEC規則への不満から

ついには独自の権限において企業にセグメント

別報告を要求するようになる経緯をのべてみた

し、。

101) Study Paρer Number 2 : lndustrial Structuγ6 

and Competition Policy， by the Staff of the 
Cabinet Committee on Price Stability， De. 
cember， 1968， reprinted in U. S. Congress， 
Senate， op. cit.， pp. 820-821. 
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表 4-1 トップ200社が報告する産業部門数

報告されることになる企業内部門数

トップ50社 51-100位の企業 101-150位の企業 151-200位の企業

部門数 % 部門数 % 部門数 % 部門数 % 

企業内の部門総数 756 604 461 399 

企業の総売上に対し10%

以上を占める部門 105 14 117 19 120 26 158 40 

企業の総売上に対し 5%

以上を占める部門 189 25 176 29 169 36 186 47 

企業の総売上に対し 5%

以上を占めるか2500万 317 42 228 38 170 36 186 47 

ドノレ超の売上の部門

出所) Study Paper Number 2 : lndustrial Structure and Competition Policy， by the 
Staff 01 the Cabinet Committee on Price Stability， D巴cember，1968， reprinted in 
U. S. Congress， Senate， Role 01 Giant Cor，ρorations in American and World 
Economies， Part 1A， USGPO， 1969， p. 821. 

3. FTC主導の LBプログラム

(1) FTCの SEC批判

FTCは， 1914年の設置当初から企業や産業

情報の収集の任にあたってきており r情報収

集と公表の必要欠くべからざる手段としてJ102)

機能することを求められていた。その系譜は今

世紀初めのトラスト企業の情報収集の必要を主

張する TheodoreRoosevelt大統領が設置し

た Bureauof Corporationにまで遡る。この

役割は FTCに引き継がれ， 1930年代には臨時

国 民 経 済 調 査 委 員 会 (Temporary National 

Economic Committee)の調査研究を担い， 第二

次世界大戦後は1947年からの QFR (Quarter1y 

Financial Report for Manufacturing Corporations) 

プログラムによって産業別利益，原価情報の集

計を行ってきていた103)。

当然ながら， 1960年代における合併運動は

102) Address to the Congress on January 20， 
1914， in Message and Papers of the Pres-
idents， vol. XVI， p. 7916， quated from 
Federel Trade Commisson， Statistical 
Reρort: Annual Line 01 Business Report， 
1974， Report 01 the Bureau 01 Economics， 
September， 1981， USGPO， p. 4. 

103) R. T. McNamar，“FTC line of busin巴S8

reporting: Fact and Fiction，" Financial E炉

ecutive， August， 1974， p. 20. 

FTCの強い関心となっており， 1969年 8月に

は上院反トラスト独占小委員会の要請を受け

て，当時の企業合併の実態を広範に調査し，

“Economic Report on Corporate Mergers" 

をまとめている。また， 1972年には代表的コン

グロマリ γ ト企業9社104) をサンプルにL， そ

の合併活動の経済的効果，会計報告の実務を

“Conglomerate Merger Performance: an 

Empirical Analysis of Nine Corporations" 

として報告している。

前者の調査の結果 r競争上の脅威となるよ

うなコングロマリット合併に対する Celler-

Kefauver法の施行にも拘わらず反トラスト

機関の現在有する権限の及ばない諸要因が

経済的効率性には関係なく買収を刺激してい

る。J105) との認識をもつようになった。それゆ

え，大企業の財務活動についてのより完全な外

部報告を求め，買収活動に対しての税制商での

104) 9社の内訳は， International Telephone and 
Tel巴graphCorp.， Ling-Temco-Vought， Inc.， 
Litton Industry， Inc.， Gulf & Western， Inc.， 

Textron， Inc.， FMC Corp.， Rapid American 
Corp.， Norton Simon， Inc.， White Consoli-
dated Industries， Inc.である。

105) Federal Trade Commission， Economic Report 
on Corporate Mer gers， p. 19. 
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優遇を是正するなどの行政的，さらには立法的

な行動を起こす必要性を主張するのである106)。

特に，買収を通して加速化された企業経営の多

角化が，連結財務諸表の下では企業の財務情

報，さらに産業情報の質の低下をもたらしてい

ることを主張し，その改善を強く勧告すること

になったのである107)。

このような主張は， 1972年の報告書において

具体的に，実際のコングロマリット企業の報告

実務の調査報告を通して， より一層明確にされ

ている108)。産業内の個別企業が買収によってそ

の情報を公表しなくなることは，企業評価にあ

たり，その継続的利益情報を産業内他企業と比

較検討することを不可能にしている。例えば，

Gulf & Western は1965ー 1968年の聞に，

1， 000万ドル以上の資産規模の企業を 10社買収

した。その中には，特定の産業内で主導的な位

置にある企業があり， Consolidated Cigar 

(1968年買収)は買収時において米国最大の葉巻

製造業者であり， South Puerto Rico Sugar 

(1967年買収)は砂糖精製業における第 3位にラ

ソクしていた。 1965年時には，公けに入手する

ことが出来たこれらの企業の情報は1970年には

入手不可能となったのである。他産業において

も同様であり，食肉缶詰業界ではトヅプ4社中

3社 (Armour，Wilson，John Morrel) は既に独

立企業ではなく 109)，レンタカー業界では3つの

代表的企業 (Hertz，Avis， National)の全てが吸

収合併されてしまっていた110)。電気機器の分野

106) Ibid. 
107) Ibid.， p. 20. FTCでは，企業ならびに産業情報

の欠落の問題を説明して，財務報告の経済的意義
を挙げている。財務報告は，産業開の資源配分な
らびに経営効率の改善に役立ち，その機能が十分
果たされずに情報の欠落を生じることは，ひとつ
の参入障壁となるとするのである。 Federal
Trade Commission， Conglomerate Merger 
Performance， pp. 89-93. これは，早川，前掲
書， 220-221ベージに詳しし、。

108)サンブりレ企業の報告実務の問題は， 早川， 前掲
書， 252-269ページ参照。

109) Federal Trade Commission， op. cit.， pp. 88-
89. 

110) Fed巴ralTrade Commission， Economic Reρort 
on Corporate Mergers， p. 139. 

でも大企業が重要な役割を担っており Gen-

eral Mortorsは Fringidaire部門を通して，

Fordは Philco部門を通して，さらに White

Consolidated lndustriesは Kelvinator 部

門を通して米国における冷蔵庫の大生産者とな

っていた111)。しかも，実際の企業の財務報告実

務においては， これらの産業情報はほとんど得

られない状態だったのである112)。

企業の財務報告に対する FTCのこのような

不満は，当初 SEC規則への期待として現われ

てきた。 SECが1968年から1969年にかけてセ

グメント別報告規則作成を進めていることを評

価しつつも，その内容については多くの不満を

もっていた113)。ゆえに，再三 SECに対し，

fFTCの協力の下に， 多くの製品を有する企

業の製品群別報告の規定を拡大するようにJ114)

要請してきたのである。 しかL， SECは終始

一貫してそのような申し入れを拒否してきたの

である115)0 SECでは反トラスト政策目的での

利用に適するセグメント別報告を採用する積り

はなかったのである。

FTCが SECのセグメント別報告に不満を

もっ最大の点は，そのセグメントの決定をほぼ

経営者に委ねている点であり，政府機闘がより

厳密に決定した産業分類に準拠させることを

望んで、いたのである116)。すなわち， SEC の

line of business では大規模なコングロマリ

ット企業になればなるほどその情報の意味を失

111) Federal Trade Commission， Conglomerate 
Merger Performance， p. 89. 

112) Ibid.， pp. 87-125. 
早川1，前掲書， 252-269ベージ参照。

113) Federal Trade Commission， Economic Rφort 
0明 CorρorateMergers， p. 140. 

114) U. S. Congress， Senate， Economic Concentra. 
tion， Part 8， 1970， p. 4819. 

このような意見は，上院反トラスト独占小委員
会や物価安定閣領会議の報告書などでも主張され
るのである。

115)この SECの姿勢は反トラスト独占小委員会にお
ける証言で Cohen委員長によりはっきりとのべ
られている。 U.S. Congress， Senate，。ρ.cit.， 
pp. 4841-4843. 

116) Ibid.， p. 4597. 
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うと主張する。 FTCは1970年に SEC改正規

則にもとづいて提出されたデータを検証した

が，そこでサンプルとした19社のうち売上高が

15億ドルを超える最大6社となると，その売上

高の60%が SIC2桁産業中分類以上のかなり

広い分類のもとに報告され 4桁産業細分類の

ようなより詳細な分類で報告している部分は9

Zにしかならなかったという。 これが， 2，000 

万ドノレから 5，000万ドルの売上規模の企業6社

では各々23%，63%と逆転していた。これはセ

グメ γ ト別情報の企業間比較を不可能とし，

中，小企業に， より詳細なデータの提供を求め

ることになるため，競争上の不公平をもたらす

と主張していた117)。

このような結果をもたらす原因は，報告する

line of business を決定する時の10%テスト

にあるという。サンフ。ノレ企業は平均して 5つの

line of business を報告していたが，それら

の企業の平均部門 (division)数は31に及んでい

た。 この差はどこから生じるのか。例えば，

General Mortorsでは50の異なる業種に携わ

っており， しかもそのそれぞれで主導的な位置

にあった。しかし報告されるのは， I自動車」

としてのみであり，冷蔵庫では米国有数の

Fringidai阿部門については売上も利益も報告

されない。それはこの Fringidaire部門の売

上高が GMの総売上高 230億ドル (1968)の10

%， 23億ドルを超えていなし、からである。この

23億ドノレの売上高とは，当時の米国のトップ25

製造企業の内に入る額に匹敵するものであっ

た。 1968年では， 10億ドノレ以上の売上高の企業

は100社以上あったが， これらの企業で，ある

部門を lineof businessとして報告するには

1億ドル以上の売上高が必要となる。この 1億

ドノレという売上高とは，その部門だけでトップ

500製造企業の内に入る額であった118)。

SECのセグメント別報告に対する FTCの

不満は，先にみた議会，政府機関と共通のもの

117) U. S. Congress， Senate， Role of Giant Cor. 
ρorations， Part 2A， 1972， pp. 1812-1813. 

118) Ibid.， pp. 1813-1814. 

である。彼らは，厳格で詳細な規定に従ったセ

グメシト別情報を企業に公表させたかったが，

SECの改正規則ではついに満足を得ることが

出来なかった。そこで， FTCは SECに対す

る期待を放棄し，独自の権限をもってセグメン

ト別情報の強制的収集を開始することになった

のである。

(2) FTC 独自の LBプログラム

FTCの活動は，まず1970年から QFRプロ

グラムの修正として始められた。 QFRは統計

的資料収集を目的とし， SEC と共同で1947年

から実施されてきた。各企業は標準産業分類

(SIC) に従い， 耐久財15， 非耐久財団に分類

され，産業別あるいは資産規模別に売上高"原

価，連邦税，税引後利益，減価償却費等損益勘

定項目と現金，政府証券，有形固定資産，借入

金，連邦税繰延額，資本金，資本剰余金，少数

株主持分等の貸借対照表項目が集計された。対

象企業は， 1971年で9，665社で，資産規模別に

みると10億ドノレ以上 111社， 1，000万ドノレ以上

2，740社，それ未満が 6，925社となってい

た119)0FTCと SECは， これらの企業を分割

担当し，各々の Form(例えば SECはFormR-1， 

FTCは FormMG-l)を送付し， データを回収

していた。 しかし，大企業約2，500社は SEC

の担当で FTCは関与出来なかったのである。

この QFRプログラムを改善する必要性も，

セグメント別財務報告と同様，企業経営の多角

化の拡大にあった。すなわち， QFRでは企業

がいくら多角化していても，唯ひとつの産業に

分類されてしまうため，企業情報がその産業の

ものとして集計されてしまうのである。例え

ば， Ling-Temco-Vought，Inc， (LTV) の場

合，食肉，薬品，化学製品，軍需関連品，航空

宇宙産業，鉄鋼，電子電気機器，スポーツ用

品航空運輸，ワイヤーケーブル等と，国内外

で直接あるいは子会社を通して関連する典型的

119) Federal Trade Commission and Securities 
and Exchange Commission， Quarterly Fi-
nancial Reρort for Manufacturing Coゆora-
tions， First Quarter， 1971， USGPO， 1972. 
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コングロマリ γ ト企業であったが，食肉関係が

総売上高の36%，連結利益では 149%を占める

ため， QFRでは「産業コード20，食品と関連

製品」として分類されてしまうのである。これ

は，その産業でのデータの水増しとなるばかり

でなく， 他の産業での過少報告となる。 LTV

の「航空宇宙産業」の売上高は 8億 2，000万

ドノレ (1970，SECへの Form10-K)であったが，

同年の QFRr産業コード372，航空機と部品J

での全体売上高 255億ドノレの 3%にあたるので

ある。同様な例を， U. S. Steel社でみると，

その Universal Atlas Cement部門は，セメ

ント産業での主導的地位にあったが，その情報

は「産業コード331， 鉄ならびに粗鋼」に含め

られ， r産業コード32，土石およびガラス製品」

からは除外されていたのである120)。

このような認識のもとに， FTC内部で QFR

改善が検討されたが，そこで出された方針は，

SEC規則とは対照的に， かなり厳密で経営者

の判断の入る余地を極力排除したものであっ

た。例えば，企業報告の強制化，年間2億5，000

万ドル以上の企業で，年間 2，500万ドル以上の

売上をあげている事業所，子会社およびプロフ

イ y トセンターには， QFRで求めているのと

同様の情報を求めている。しかも，その部門の

決定では企業の任意性は認めず，国勢調査の企

業分類 3桁産業小分類のレベノレを適用，特に

集中化が進んでいたり参入障壁の高い産業では

より詳細な 4桁産業細分類としたのである121)。

この段階ではまだ， FTCとしてはこの方針

を SEC規則に反映させようとしていた。しか

しこの意向は SECには受け入れられなかっ

た。そこでまず， QFRプログラムの担当権限

120) Working Paper “A" By Senator Gaylord 
Nelson and Roymond D. Watts，“The Nature 
and Dimensions of Corporate Survey" r巴・-
printed in U. S. Congress， Senate， op. cit.， 

Part 2， 1972， pp. 1203-1212. 
121) U. S. Congress， Senate， o.ρ. cit.， Part 2A， 

pp. 1815-1816. 

を SECから譲りうけ 122)その改善に着手する

ことになるのである。

FTCは，それまで QFRにデータを提供し

ていた企業全てに対し r事業の性格 (Nature

of Business)J を知り， 企業を特定産業や規模

で分類するために Form NBを用いていた。

FTCではこれを応用し， 大企業に対してその

事業活動を lineof businessに分割した上

で，各 lineof business ごとに収益，利益情

報を報告させることを考えた。そのために，新

たに FormLBを用い， これで収集したデ、ー

タを年度ごとに公表することで QFRを補足

し， より純度の高い産業情報を求めようとし

た。そこで， 1970年12月には FormLBの認

可を行政管理予算庁 (OMB) に要請したので

ある123)。

この FormLBにおける lineof business 

とは， SECと同じ呼称ながら内容は大幅に異

なる。すなわち，事業活動を圏内に限定し，電

気，ガス，金融，保険等他の規制機関の監督下

にある産業を除外した上で， OMB作成の企業

標準産業分類 (EnterpriseStandard Industrial 

Classification) の3桁産業分類に準拠し， 総収

益に対し10%以上あるいは 1，000万ドル以上の

収益をあげているか，の基準を用いて決定され

る124)。

FTCでは， この FormLBを試験的に10億

122) Ibid.， pp. 1819-1820. この結果， 1971年第4四

半期から QFRを FTCが単独で行うことにな

った。
123) Informal， Unsigned Memorandum Dated 

December 1， 1970， from the Federal Trade 
Commission to the 0伍ceof Management 
and Budget “Request for Clearance， Line 
of Business (FTC Form LB) Report，" re. 
printed in U. S. Congress， Senate， o.ρ. cit.， 
p. 1821.当時 OMBは FederalReports Act 

の下に，連邦政府のための情報収集に用いられる
総ての Form，Questionnaire (質問表)を認可

する権限を有していたのである。
124) U. S. Congress， Sanate， o.ρ. cit.， pp. 1824-

1827. この Form ではヲ iFTC Code 20.1 
Meat ProductJのような 151の産業分類が示さ

れていた。
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ドノレ以上の資産規模のトップ 102社に対して使

用し， 1970年分のデータ収集を考えていた125)。

しかし，結局この1970年での計画は問題点が多

いとして OMBに認められなかった。しかも，

企業や FEIなどの産業界から強い反発を受け

たのである (26)。

しかし， FTCのこの試みは継続され，つい

に1974年 8月にはサンフ。ルに選んだ大企業345

社に line"of business 情報を求めるための

Formを送付するところまで漕ぎ着けたのであ

る。 FTCでは1973年 8月に， Form改正草案

を作成した。これを受けた OMB の連邦報告

書に関する経営諮問会議 (BusinessAdvisory 

Council on Federal Report)の公聴会 (1973.10)

や，草案に対する多くの意見を参考に， さらに

12月には修正案を関係者に送付するなどの手順

を踏み，翌年3月に最終案をまとめ上げた。委

員会の承認を得たこの最終案は，会計検査院

(General Accounting Office: GAO)に提出され，

1974年 5月にはその承認を得ることが出来たの

である。連邦報告書法 (FederalReport Act， 44. 

U. S. Code !i3512)の下で情報収集に用いられる

調査様式の認可権限が， Alaska Pipeline Act 

(1973.11)の通過に伴い， OMBから GAOに

に移ったことは FTCにとって幸いであった。

これにより，認可を出すのに慎重であった

OMB にではなく， より認可手続の簡単な

GAO に Formの認可要請を提出出来るよう

になったのである127)。

その後の FTCの LBプログラムの経過を

みると， 1973年分のデータは345社中 228社か

らしか集められなかった。 G M，GE， Du Pont 

など残り 117社は， LBプログラムに対し訴

125) Ibid.， p. 1835. 
126) Ibid.， pp. 1836-1843.産業界からの主な批判点を

2つ挙げてみると，1.規制機関としての機能を併
せもつ FTCが，収集した個別企業情報を統計資
料としてばかりでなく，規制目的で使用するので
はないか懸念がある。 2.FTCの産業分類品企
業の内情と合わなし、。そこで，企業側では SEC
規則のような弾力性をもたせることを主張した。

127) McNamar， op. cit.， p. 23. 

訟をおこし，データの提出を拒否したのであ

る128)。 しかし， 翌1975年にも FTCは前年の

Form を修正した 1974 Form LBを大企業

約 450社に送付した。前年の試験的経験をもと

に，いよいよ本格的なプログラムの実施が始め

られたのである129)。この時も，約 180社が LB

プログラムの違法性を訴え，データ提出を拒否

した。結局， FTCは1973年分の 117社のデー

タ収集を放棄することを決めたが， 1978年に最

高裁判所が企業側の訴えを却下したため， 1974 

年分以降は順調に全対象企業からデータを収集

することが出来たのである130)。

この FTCの FormLBにおける特質は，

line of business の決定を細かく規定してい

ることと，求める情報内容の多様さであろう。

1974 Form LBは， line of businessを決定

するための基本概念を図 4-1のように示して

いる。圏外での事業活動と他の政府機関の監督

下にある事業活動を除いた事業活動は，基本的

構成単位 (BasicCompornent)ごとに， FTCが

SICをもとに独自に分類した産業分類 (FTC

Code)に従って産業別にまとめられ，そのまと

められた各々が lineof business とされた。

基本的構成単位民事業所，製品群，プロフィ

γ トセンター，事業部などの企業の組識単位と

128) Federal Trade Commission， SuρiうortingState-
ment FTC Form LB， 1974 Survey Version， 
July 1， 1975， reprinted in Federal Trade 
Commission， Statistical Re.ρort: Annual Line 
01 Busniess Reρort， 1974， pp. 350-351， p. 353. 
John C. Burton， Russel E. Palmer and Rob-
ert S. Kay， H andbook 01 Accounting and 
Auditing， Warren， Gorham & Lamont， 1981， 
ch. 32， pp. 28-29.企業側の訴訟理由は，高コス
ト負担，情報の機密性， FTCの産業区分の不合
理性などであった。

129)このプログラムは， 1977年度分のデータ収集まで
続けられている。

130) Federal Trade Commission， Supρorting State-
ment FTC Form LB 197511976. reprinted 
in Federal Fade Commission， Statistical 
Reρort: Annual Line 01 Business Report， 
1975， Re.ρort 01 the Bureau 01 Economics， 
USGPO， September.i1981， p. 278.“FTC Drops 
1973 LOB Inquiry in Favor of 1974 E任ort"
Journal 01 Accountancy， June， 1976， p. 19. 
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図 4-1 FTCの Lineof Businessの構成

園内でのLineof Business報告を

する事業活動
圏内でかつ他の政府機関1)の監督下
にある事業活動

(Basic Component) 

1) 州際商業委員会 (ICC)，民間航空委員会 (CAB)， 連邦通信委員会 (FCC)， 連邦電力委員会 (FPC)

出所)Federal Trade Commission， FTC 1974 Form LB General Instruction reprinted in Federal 
Trade Commission， Statistical Reρort: Annual Line o[ Business Reρort， 19ワ4，Report o[ 
the Bureau o[ Economics， USGPO， September， 1981， p. 250. 

するが，その産業の決定，垂直的関連事業の扱

い等にも細かな指示が与えられる131)0 FTC 

Codeは，基本的構成単位の産業決定にあたり

必ず準拠せねばならないものであるが，製造業

を中心として 1973Form LBでは 228，1974 

Form LBでは 275にもおよぶ。多くは， SIC 

3桁 4桁程度の分類となるが， 中には pas司

senger car (1974 FTC Code 37.01)， trucks 

131) FTCの産業分類は，詳細な規定を設けていながら
も，その産業分類が実際の経済的市場と合わない
とL、う 1ft半Jjヵ， George J. Benston，“The FTC's 
Line of Business Program: A Benefit-Cost 
Analysis，" Business Disclosure Govern-
ment's Need To Know， Edited by Harvey 
J. Goldschmid， McGraw-Hill， 1979， pp. 58-118 
でなされている。さらに Benstonおよび Betty
Bock，“Line of Business Reporting: A Quest 
for a Snark，" The Con[erence Board Record， 
Nov巴mb巴r，1975， pp. 10-19.は， FTCの line
of businessの決定方法では，他産業の情報が混

入し，純粋な産業情報とはならないと批判してい
る。 Benstonは， 政府機関がセグメント別報告
を企業に強制するにはまだ問題が多いとして，
LBプログラムには反対の立場をとっている。

(同37.02) のように 5桁分類となってより詳

細なものになっているものも含まれている。

その lineof business ごとに報告しなけれ

ばならない情報は詳細を極め，収益，費用，利

益項目で18，資産項目13，補足的財務，統計デ

ータで24項目に亘っている。利益額にしても，

収益に，内部振替額，売上原価さらにその line

of businessに直接係わる広告宣伝費，販売費

および一般管理費を加減して貢献利益を出さ

せ，他の lineof business と共通に発生した

費用項目の配賦額を控除した後の営業利益まで

求めさせている。補足的財務，統計データでは，

賃金支払額，使用原材料費，減価償却費，研究

開発費， さらに棚卸資産や有形固定資産に対す

る減価償却累計額の計算に使用した各方法が全

体に占める割合132) 有形固定資産の取得時期，

振替価格の決定方法の割合などが求められるの

132)例えば，棚卸資産評価の割合では， LIFO， FIFO 
平均法，その他の評価法が全体の中でどのくらい
使用されているかをそれぞれ明記することを求め
る。
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である。

FTCは， このような各情報を各産業ごとに

総額で集計した。 1974Form LB が送られた

450社は， 彼らだけで1974年第4四半期で全米

製造企業の有形固定資産総額の68.2%，売 t高
では52.4%を占める規模であり 133) FTCのプ

ログラムにおける， より正確な産業情報を求め

ようという目的はほぼ達成されたのである。

このように， FTCは SEC規則に対する不

満から独自の LBプログラムで産業情報の収集

を追求してゆき個別企業のセグメント別財務報

告の基準設定機構からは離脱していったのであ

る。

五 セグメン卜別財務報告をめぐる基準設定

機構 (2)1973-1977 

ここでは，セグメント別財務報告が会計基準

として完成した会計基準設定機構の第 5段階を

検討したい。この段階では， APBにかわり新

たに設立された FASBが， SECの強力な支

援をうけてその会計基準設定における中心的役

割を果たしていった。 FASB が1976年に公表

した SFASNo. 14 Ii企業のセグメ γト別財務

報告 (FinancialReporting for Segments of a 

Business Enterprise)jJは， SECが1969年改正

規則でのセグメント別財務報告の内容を SFAS

No.14に合わせたRegulationS-K を1977年

に公表したことで追認された。これによって，

セグメ γ ト別財務報告が会計基準として最終的

な完成をみたのである。この第 5段階は， 1973 

年の FASB の設立から 1977年に SECが

Regulation S-K を公表してセグメント別財

務報告の会計基準設定が最終的に完成するまで

の期間である。

1. SECの FASB支援体制

FASB は， 1973年 7月1日から本格的活動

を開始した。 APBは，合併運動が盛んになる

中で求められたセグメント別財務報告をはじ

め，重要な会計問題に対して解決を与えること

133) Federal Trade Commission， Statistical Rψort. 
Annual Line 01 Business Re.ρort 1974， p. 47. 

が出来なかった。さらに1971年に再度発生した

投資税額控除における繰延法への統一の失敗も

あり，会計土たちは，会計基準設定の状況の改

善の必要を強く意識するようになった。 FASB

の設立は，会計士たちの APB の失敗の経験

から導き出した改善へ向けての回答だったので

ある。

もし， これに失敗すると，会計基準設定に連

邦政府あるいは議会が直接的に介入してくると

いう虞が存在したのである。なおかつ， SEC 

は民間会計士の会計基準設定を支持するという

政策を従来通り維持したとしても， より積極的

な介入を行うのではないかと思われていた134)。

そこで AICPAは， 自ら改善を図るため，

1971年には2つの重要な調査委員会を設置し

た。これらは， Wheat委員会および Trublood

委員会であり，民間における会計基準設定を維

持するための機構改革の検討ないし公表財務諸

表の目的の明確化を各々の使命とし， 自主的改

革に役立てようとして設置されたのである。

Wheat委員会は， Francis M. Wheatを委

員長に，一年余りの調査活動の後，翌1972年 3

月に『会計原則設定の研究』とする報告書を

AICPA理事会に提出した。この報告書では，

AICPA会員の中から選ばれたボランティアか

ら構成される APBを， AICPA とは分離し

て機能する基金の下で， フルタイムでかつ有給

のメンバーからなる FASBに置き替えること

を勧告した135)。この勧告は5月の評議会におい

て採択され， すくやに MarshallS. Armstrong 

を委員長とする準備委員会を設けて実施に移さ

れることになった136)。この結果，財務会計財

134)“Accounting: A Crisis over Fuller Disc1osure" 
Business Week， April 22， 1972， pp.59-60. 

135)“AICPA Directors Urge Adoption of Wheat 
Study Proposals，" Journal 01 Accountancy， 
May， 1972， p. 9-10.この Wheat委員会の勧告案
は，“Recommendationsof the Study on Es-
tablishment of Accounting Principles，" Jour・
nal 01 Accountancy， May， 1972， pp. 66-71. 
にみられる。

136)“AICP A Adopts Wheat R巴porton Account-
ing Standards Board，" Journal 01 Account-
ancy， June， 1972， p. 9. 
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団 (FinancialAccounting Foundation: F AF)が

AICPAとは別組織として誕生し， この FAF

の財務的援助および指導のもとに FASBが実

際の会計基準設定に携わる機構が完成した。

AICPAでは，他の関係団体からの強い圧力

を受けた APBの経験から，彼らをこの新しい

FAF=FASB 体制に参加させ，その協力と理

解を得ょうとした。そのため， FASBの上部

団体である FAFの9名の協議委員は， AICPA 

からの 5名の他， FEI， NAA， AAA，および

財務アナリスト連盟の代表者各1名から構成さ

れることになった。同時に， FAFの資金も

AICPAの他，企業，上記団体から募ることに

なった137)。

このような独立性と他団体の招聴は， FASB 

にもみられ，その設立時の 7名のメンバーは，

元 AICPA 会長で FASB 委員長の Arm-

strongをはじめとして， Big Eight会計事務

所出身者 3名および政府規制機関出身者，企業

出身者，学界出身者各 1名138)と，広く会計基準

設定に係わる団体に及んでいる。 FASBの定款

では，メンバーは以前の職場との関係を断ち，

5年の在任期間中の独立性を保持することにな

っていたが，現実にはメンバーが FASB退職

後， Big Eight会計事務所に戻り問題となっ

たこともあり，その独立性は必ずしも守られて

はいなかっTこ139)。

このような，組織上の改革の努力も， FASB 

137)この FAF=FASB体制については，早JIし前掲
書，第1章に詳しい。また 9名のメンバーは，
“Financial Accounting Foundation Appoin-
tees，" ]ournal 01 Accountancy， August， 1972， 
p. 10， 12.参照。

138) Armstrong以外のメンバーは以下の通りであ
る。 DonaldKirk (元 PriceWarterhouse & 

Co.のパートナー)， Walt巴rScheutz (元 Peat，
Marwick， Mitchel & Co.のパートナー)， John 
Queenan (元 Haskins& Shellのマネージン
グパートナー，元 AICPA会長)， Arther Litke 
(元連邦電力委員会の会計， 財務課長)， Robert 
Mays (元 ExxonCorporationのコントローラ
-)， Robert Sprouse (Stanford大学教授〉。

Sei1der， ot. cit.， p. 562. 
139)早川，前掲書:， p.24. 

が公表する会計基準の一般的承認を得るためで

あったが，それも FASBの将来に対する楽観

的評価を与えなかった。むしろ， FASB設立

後数カ月を経過した段階では，

r¥，、まや FASBへの諸々 の圧力は， APBの時以

上である。同時に，新しい組織 (FASB)自身の権

力基盤 (powerbasis)はかなり縮小しているO 健

全な将来を示す状況にはないのである。J140)

という危機感がみられたのである。

けれども， このような時期に， SECは積極

的に FASBの会計基準設定団体としての地位

を認める政策を打ち出してきた。 1973年10月に

開催された AICPA の年次総会において，

SEC委員長 RayGarret， Jr.は，会計問題の

解決を民聞に頼るという SECの政策を強調

し， FASB支持の姿勢を示している141)。 これ

は， 同年12月の ASR No. 150の公表へと繋

がる。 この ASRNo. 150で， ISECは会計

原則および基準の制定ないし改正における統率

を民間部門に頼る政策を， FASB を通して継

続するJ142) ことを明確に表明した。

さらに， ASR No. 4で， 会計基準に， I有

力な権威の支持」を求めていたが， FASB の

公表する基準をその支持を有するものと明言し

たのである。すなわち，

rFASB により Statementあるいは Inter-

pretationの中で公表された基準および実務は，

SEC !こより有力な権威の支持を有するものとみな

され，そのような FASBの公表意見に反するもの

は，そのような支持をもたないと考えられるであろ

140) Sei1der， ot. cit.， pp. 561-562. MoonitzもAAA

の総会において FASBの基準の強制力の欠如を
指摘し，SECの支持の必要性をのべている。“AAA
Meets in Quebec，" ]ournal 01 Accountancy， 
October， 1973， p. 20. 

141)“Garret Backs FASB，" Journal 01 Account司

ancy， November， 1973， p. 3. 
142) Accounting Series Release No. 150-State司

ment of Policy on the Establishment and 
Improvement of Accounting Principles and 
Standards， December 20， 1973 (Accounting 
Series Release and Staff Bulletins， as 01 
]une 1， 1981， Conmerce Clearing House， Inc.， 
1981， p. 3271) 
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う。J143)

としたのである。同時に FASB以前の CAP

および APBの公表した意見書等も，同じ効力

を有すると規定している。

この SECによる FASB支持の明確化は，

民間部門である FASBの設定する会計基準の

権威を昂め，最終的権限を保有する SECが追

認を与えながら FASBに会計基準設定におけ

る主導的役割を果たさせる体制の確立を意図し

たものである。セグメ γ ト別財務報告の基準設

定過程では， このような SECの FASBへの

支援と依存が次においてみるように明確に現わ

れている。 FASBの SFASNo. 14の公表

後， SECがその基準に沿った最終的規則を完

成させたのもその表われである。

2. SFAS No. 14の設定過程

FASB の登場により， 長く求められていた

セグメント別財務報告の会計基準設定が本格的

に開始した。 FASBは， 1973年から1976年まで

の3年聞をかけ，慎重な検討を加えてその設定

を進めていった。その過程においては，特に企

業あるいは会計士たちの意見を尊重し， SFAS 

No.14 の中にその意見を反映させていった。

この設定過程を，その始まりから段階的に分け

て次にみてゆきたい。

(1) Technical Agendaの決定

FASBはその設立にあたって， APBから引

き続ぎ，あるいは APBが果たし得なかった会

計問題の領域を整理し，今後の FASBの具体

的活動領域を決定する必要があった。そこで，

1973年4月初めに，多くの問題領域から 7つを

今後すぐに取り組むべきものとして決定した。

これは tecnicalagenda (議事項目)と呼ばれ，

以下の 7つである。

(1)外貨換算会計

(2)多角化企業による財務報告

(3)重要性決定基準

μ)リース会計

(5)災害， 自己保険およびカントリーリスクに

143) Ibid.， pp. 3271-3272. 

付随する将来損失の会計

(6)研究開発費，開業費および設備移転費等の

費用の会計

(7)財務報告の幅広い質的会計144)

FASBはこの 7つの technicalagendaに

おいて安易なものは選ばなかった145Lセグメン

ト別財務報告も， この段階で早急に解決を図る

べき technicaladenda として取り上げられ

た。それは， rSECが既にこのような財務報告

を求めてきており，そのプロジェグトも，セグ

メント別財務報告の『もし』の段階かられ、か

に』の段階に急速に移り変わるであろう J146) と

みられていたからである。

(2) Task Force の調査活動と Discussion

Memorandumの作成

FASB による活動は， 1973年5月にメンバ

ーのLitkeに率いられた task force (特別専

門委員会〉を任命し， まず調査研究に入っていっ

た。この taskforceは，大企業， Big Eight 

会計事務所， NYSE，学界等の代表者16名147)か

らなっており，幅広く民聞からの意見を取り入

れようとしていた。

task forceの調査活動では， 企業のセグメ

ント別財務報告の実務状況の調査と，企業への

インタピュー調査が行われた。実務調査は

AICPAの1973年版 AccountingTrends & 
Techniquesを資料として， 1969年一1972年で

144) FASB“News Release， Financial Accounting 
Standards Board Places 7 Subjects On Initial 
Ag巴nda，"Apri15， 1973， FASB Public Record， 
1977-Vo1. 6， pp. 14-17. 

145) Sei1der， ot・cit.，p. 563. 
146) Ibid. 
147) Litkeを除いた他の15名は学界からの3名の他，

Hurdman and Cramstoun， Penny & Co.， 
General Electric Company， NYSE， Arthur 
Y oung & Company， General Mi11s， Inc.， Ho-
neywell， Inc.， Eastman Kodak Company， 
Du任， Anderson and Clark， Textron Inc.， 
Standard Oi1 of Ohio， Touche Ross & Co.， 
Eaton Corporationの出身者からなる。 FASB，
“News Release， FASB Task Forces Appoint-
ed for Foreign Curreney Translation， 
ReportingBy Diversified Companies" May 
31， 1973， F ASB Public Record，。ρ.cit.， p. 13. 
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表 5--1 1969--1972年における600社の株主向け年次報告書にみるセグメント別
報告の状況

34-3 

収益情報の開示

(開示された情報)

製品群 (productline)別

事業部，子会社別

国外での総売上

政府関係への売上

特定の産業又は顧客への売上

地域別

計注)

(企業数)

収益情報を開示した

収益情報を開示しない

計

利益情報の開示

(開示された情報)

製 品 群 別

事業部，子会社別

国外での総利益

政府，特定の産業，顧客

への販売に帰因する利益

地域別

言十注〉

(企業数)

利益情報を開示した

利益情報を開示しない

計

1972 

218 

140 

115 

33 

45 

30 

581 

1971 

176 

144 

139 

44 

29 

20 

552 
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注) 1社で何通りかの情報を出しているところもあるため「収益，利益情報を開
示した企業数」とは合わない。

出所) FASB Public Record 1977-Vol 6， p. 21. 

の600社の株主向け年次報告書におけるセグメ

ント別の収益および利益情報の開示状況を調べ

ている(表 5-1)。そのうち， 収益情報につ

いての開示は， 1969年から半数以上の企業にみ

られたが，利益情報では1972年になっても半数

に達していなかった。収益，利益情報の両者と

も年々開示する企業数が増加してきており，特

に利益情報ではその増加が顕著にみられた。そ

れは，既に SEC規則が1969年 8月14日以降に

Form S-l， S-7， 10に， 1971年 1月1日以降

には Form10-K おいて効力を有することに

，なっていたからである。

1972 1971 

83 

88 

97 

13 

1970 

59 

70 

96 

17 

114 

。。唱
i

凸

wd

n
v
n
d
噌

i

16 

318 

12 

293 

16 
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281 

319 

600 

280 

320 

600 

A
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n
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U

巧

d
q
o
-
A
U

q
L
η
O

一E
O

報告するセグメントとしては，製品群，事業

部等と多様であり，各企業での報告セグメント

数も大小さまざまであった。利益情報の内容に

おいても， 各企業での違いがみられた。 task

forceではさらに，利益情報を報告している

100社をより詳Lく調査したところ， 貢献利益

から経常利益，税引前あるいは税引後純利益等

と各企業ごとで異なる段階の利益を公表してい

たのである148)。セグメント別財務報告は，株主

148) FASB ~“ Discussion Memorandum， Finacial 
Reporting for Segments of a Business 
Enterprise" May 22， 1974， FASB Public Rec・
ord，。ρ.cit.， p. 25. 
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向け年次報告書において自主的開示で増加する

傾向にあったが，そこには統一性がみられなか

ったのである。

task forceでは他に， 内部情報としてのセ

グメソト別報告をしている企業30社にインタビ

ューを行い，その内部的セグメント別報告が外

部報告としてのセグメント別報告にどのように

関連をもつかを調査した。内部情報に用いるセ

グメントとしては，その 3分の 2が比較的細か

な分類である製品群を用いており，残りは法人

別，地域別，工場あるいは事業部別を基本単位

としていた。外部的にもセグメント別報告をし

ている29社をみると，そのうち11社では内部情

報でのセグメントを外部的には用いず，変更を

加えていたのである。その理由は外部へのセグ

メント別報告に対する彼らの意見をみると明ら

かになる。 30社中25社では外部の情報利用者の

意思決定にセグメント別報告は役立つとみてい

たが，多くはセグメントを細かく分割すること

には反対で、あった。それは，資産や共通費の各

セグメントへの配賦の問題や競争上の不利がー予

想され， さらにはセグメントが細かくなるとそ

の分野での経営行動を逐時詳細に報告せねばな

らず，経営上の意思決定の障害になるからだと

し、う 149)。

task force ではこのような調査の次に，デ

ィスカッションメモランダム (DM)を作成し，

セグメント別情報が企業の財務諸表に含められ

るべきかを検討し，合められるならばどのよう

な情報を， どのように公表すべきかを決定しよ

うとした。

この D Mは， 1974年 5月22日に，企業や関

係者に広く配布され， 141通の意見書 (position

paper)を得た。そこでは，セグメント別財務報

告の必要性は広く認められていたが，当時既に

効力を発揮していた SEC規則以上に詳細な内

容とすることには強い反対がみられたのであ

る。特に， セグメント決定を， SEC規則と同

じく経営者の判断に委ねるべきだとの主張が大

149) Ibid.， pp. 32-49. 

勢を占めていた。セグメント別の収益や利益の

ように SEC規則にもある項目の公表は支持さ

れたが新たに項目を追加することや貸借対照表

ならびに財政状態変動表でのセグメント別表示

等は反対されたのである150)。

(3) Exposure Draftの公表

FASBは， task forceでの調査活動の後，

1974年 8月初め公聴会を聞いた。そして，そこ

での意見や， DMに対する意見を検討し，翌1975

年 9月30日に， Exposure Draft (公開草案)を

発表した。この ExposureDraftには 233通

におよぶ意見書が寄せられた。その多くは，セ

グメントを決定する上で，その判断を経営者の

自由裁量に委ねていることを評価している。し

かし，情報規定には反論も多く，特に企業や会

計事務所からは詳しい情報規定に対する反対が

みられた。

例と Lて， General Electric (GE) の意見

をみてみよう。 GEの反対する点は次のところ

である。1.収益における内部振替を市価に限定

すること。 2.貢献利益 (profitor 10ss contribu. 

tion) と営業利益 (operatingprofit or 10ss) を

求めること 151) ただし， GEでは全ての収益，

コスト，資産は各プロフィットセンターに配分

してしまうため貢献利益を求める点に反対して

いる。 3.セグメントの決定方法として，敢えて

「産業」を強調していること。特に，その「産

業」を決めるにあたって， iSICの3桁分類」

を参考とするのが役立つであろうとしているの

に反発し， SICは財務報告情報には不適当だと

のべている。 4.セグメントを産業別に決定する

際に，世界的なレベルを対象とすること。対象

150) Robin M. Wagner，“Segmented R巴porting，"
Management Accounting， Apri1， 1976， pp. 29-
32.末尾，前掲書， 82-85ページ参照。

151)この2つの利益の算出は FASBによると次のよ
うになる。費用を各セグメントに直接跡づけ可能
な費用 (traceab1ecost)と跡づけ不可能な費用
(nontraceab1e cost)に分ける。そこで，貢献利
益=収益ー跡づけ可能な費用とし，営業利益=貢
献利益ー跡づけ不可能な費用の配賦額となる。跡
づけ不可能な費用は， 合理的基準 (reasonab1e
ba'>is)に従って各セグメントに配賦される。l
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を圏内に限定することを主張している。 5.セグ な顧客や政府関連の取引を個別に報告するこ

メント別財務報告を会計士の監査対象とするこ と。 3.追加的情報として求められていた各セグ

と。 6.国外での事業活動の情報で運転資本を報 メント別の運転資本額，有形固定資産額，その

告することを求めていること152)。 減価償却累計額，棚卸資産額，および貸付金や

次に Peat，Marwick， Mitchel会計事務所 預金等の金融資産額の開示。 4.中間財務諸表へ

(PMM)の意見をみてみる。 PMMでも GEと のセグメント別情報の包含。 5.株式非公開企業

同じく SICの使用に反対している。公表利益 へのセグメント別財務報告基準の適用155)。これ

の問題も取り上げているが， これは GMとは らの批判が SFASNo. 14 にどのように反映

逆に共通費の配賦を避けて貢献利益の報告が適 されていったかを次にみてみよう。

当だとする。他には，各セグメントのみに関連 μ) SFAS No. 14の完成

する資産の開示規定に反対している153)。これは FASB では， 上記のように各段階を経るこ

多くの会計事務所でも同様であった。 とで，企業の報告実態の調査をもとに，広く関

上記の GE，PMMともセグメント決定での 係者の意見を聞く方針を採ってきた。その結果

SIC分類の使用に強く反対しているが，これは が， 1976年12月に公表された SFASNo. 14 

FTCの意見では， 逆に， より強力に準拠させ 『企業のセグメント別財務報告』であった。こ

るべきものだとなるのである。しかも，より詳 の SFASNo. 14 の公表により，同年12月16

細な規定にすべきだとし寸。 FTCが， Expo- 日以降に始まる会計年度の企業の監査済財務諸

表でのセグメント別財務報告が義務づけられるsure Draftで触れている SIC3桁分類を用い

て， 1，000万ドル以上の売上を有するセグメン

ト数を，企業の規模別に調べたところ， トップ

501-600社の企業では平均で3.05であり 8つ

以上になる企業はなかった。しかし， これがト

ップ 100社となると，平均で10.3になり，先の

GEが最高で32となった。これにより， Expo-

sure Draftのセグメントの決定方法では，大

企業になるほど多くの産業をまとめて「産業セ

グメント」として報告することになるというの

である 154)。この FTCの意見は， SEC改正規

則に対してと同様の批判であるが Exposure

Draftに対する意見の中で，セグメントの決定

をより厳密にすべきだとの意見は主流にはなら

なかった。 FASBは FTCの意見は採用しな

かったのである。

GEや PMMがとり上げた批判点の他に，

Exposure Draft に対して向けられた批判点

には次のようなものがある。1.国外での事業活

動をより詳しく地域別に細分すること。 2.重要

152) FASB Public Record， ot. cit.， pp. 915-922. 
153) Ibid.， pp. 837-840‘ 

154) Ibid.， p. 706. 

ことになったのである。

この最終的な SFASNo. 14 では， Expo-

sure Draftに対する批判， 特に企業や会計士

の批判した点を修正あるいは削除している。そ

の修正点をあげてみると，

1. 国内外を問わず，世界的に事業活動を産業

セグメントにまとめることが出来ないならば，

国外での事業活動をまとめ，ひとつの産業セグ

メントとして報告しうる。

2. 報告書類が一般に認められた会計原則に合

致するものとして説明されるのでなければ，中

間期間でのセグメント別情報は必要ない。

3. 利益情報として，貢献利益を求めず，営業

利益のみの開示でよくなった。しかし，その開

示を企業が望む場合にはそれを妨げない。

4. 複数のセグメントが共同で使用する資産

は，合理的な基準に従って各セグメントに配分

される。

155) SFAS No. 14-Financial Rφorting lor Seg・
押zents01 a Business Enterjうrise，December， 
1976， para. 53-90. (F ASB， Financial Account-
ing Standards， Qriginal Pronouncements， as 
01 June 1， 1981， Commerce Clearing House， 
Inc.， 1981， pp. 921-928.) 
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5. セグメント別情報に関連する持分法適用子

会社は，産業あるいは地域別セグメントと事業

活動で垂直に統合されるものに限定される。

6. 資産は総額で開示される。

7. 地域別報告においては，国ごとの税率の差

などがあるため，利益情報は，営業利益から純

利益まで幅をもたせる。

8， 重要な顧客の名称は開示する必要はな

し、156)。

さらに， 後に1977年の SFAS No.18で，

中間財務諸表におけるセグメント別財務報告を

やめ， 1978年の SFASNo. 21 で株式非公開

企業に対する SFASNo. 14 の適用を一時停

止して， Exposure Draftに対する批判で挙げ

られた点に修正を加えてきた。

SFAS No. 14の内容を要約すると次のよう

になる1m。産業セグメント別情報としては，収

益，営業利益，資産および追加的情報として減

価償却，減耗償却および無形固定資産償却の累

計総額，資本支出額，持分法適用子会社の持分

情報，適用会計原則変更による利益への影響が

開示要件となった。地域別には，収益，営業利

益，資産および国内からの輸出高情報が求めら

れる。重要な顧客情報としては，その取引説明

と売上高が開示要件となっている。

この SFASNo.14の設定過程においては，

民間の意見の尊重がみられる。調査研究の段階

156) David F. Hawkins， Corporate Financial Re.ρort・
ing-Text and Cases， Richard D. Irwin， Inc.， 
1977， p. 687. 

157) SF AS No. 14については次を参照のこと。末尾，
前掲書，第2編，第6章，片山覚 iFASBステー
トメント No.14企業のセグメント別財務報告」
『企業会計JlVol. 29. No. 3， 1977年3月， 142-
146ページ， 田辺三夫「米国財務会計基準書第14
号J11会計ジャーナルJl1977年6月， 74-77ペー
ジ，渡漫長良「セグメント別リポーティングの課
題J11企業会計JlVol. 29. No. 9， 1977年9月， 86 
-89ページ， 末尾「開示情報としての有用性と制
度化への視点」同， Vol. 29. No. 10， 1977年10
月， 68-76ページ， 伊藤敏「米国会計実践におけ
るセグメンタル・リポーティング」同， 88-95ペ
ージ，前田貞芳「セグメント別財務情報の開示の
意義と限界-FASBの見解の分析を通じて」
『税経通信Jl1982年1月， 32-39ページ。

では企業の実務および意向を把握することが目

的となった。 DMでのセグメント別財務報告

に対する要望調査をもとに作成された Expo-

sure Draftも， 企業，会計士という財務報告

の作成者の意向を多く盛り込んで緩和されてい

った。その結果， 最終的な SFASNo. 14で

は強力的な内容を多く含むこととなり，セグメ

ントの決定1581および，振替価格や共通費の配賦

方法で経営者の判断を重視していくことになっ

た。 しかし， FASBの調査研究で示された企

業実務における不統一性を減じ，企業に対しセ

グメント別財務報告とその監査を義務づけるこ

とになった点は重要で、ある。

3. SECの RegulationS-K の完成

SFAS No. 14の公表の一年後， 1977年12月

23日に SECは1969年以来 FormS-l， 10-K 

など各 Form別に扱っていたセグメント別財

務報告を一本化し， Regulation S-K を新たに

制定した。

Regulation S-K は， ASR No. 236 ~産業

セグメントの報告 (IndustrySegment Report-

ing)~ として公表され，正式には 17 CFR 

Part 229 r1933年証券法および1934年証券取引

法にもとづいて提出する諸様式への標準的指示

Regulatin S-K (Standard Instructions for Fi1ing 

Forms under Securities Act of 1933 and Securi-

ties Exchange Act of 1934 -Regulation S-K)j 

を指し， Regulation S-X と並んで登録企業の

ディスクロージャーを規定する重要な行政規則

である。 RegulationS-K は， 1933年証券法あ

るいは1934年証券取引法 Section12による登

録届出書， (Form S-1， 10等)， 1934年証券取引法

Setion 13および15(d)による SEC向け年次報

告書 (Form10-K等)，さらに Setion14での

議決権代理行使に関する情報書類に含まれる財

務諸表で要求されていない領域のディスクロー

158) SF AS， No. 14における産業セグメントの決定方
法は， SFAS No. 14， para. 11-21および Appen-
dixDを参照。地域分割については， para. 31-34 
を参照。
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ジャーに焦点をあてたものである159)。すなわ

ち，それは基本的財務諸表，脚注 (footnote)お

よび附属明細書 (schedules)を規定する Regu-

lation S-X が触れていない財務情報の開示に

ついての規定が中心であり，各 Formで添付さ

れる財務諸表以外の開示項目の共通参照規則と

なっているのである。

この RegulationS-K の制定により，今ま

で各 Formの規則に別々に含められていたセグ

メント別財務報告の規定は， この Regulation

S_KのItem1に統合されることになった1印〉。

このItem1は「事業の説明 (description of 

business)Jであるが，それはさらに， (a)一般的

な事業展開 (generaldevelopment of business)， 

(b)産業セグメ γ トについての財務情報 (finan-

cial information about industry segments)， (c) 

予言述的事業説明 (narrativedescription of busi-

ness)， (d)国内外における事業活動と輸出高に

ついての財務情報(命lancialinformation about 

foreign and domestic operation and export sales) 

に分けられる。各 Form はこの Regulation

S-K の一般的規定を， 部分的あるいは全面的

に適用することになる。例えば， Form S-l， 

10， 10-Kなどではその全てを開示することを

求められるが，簡易的な登録届出書である

Form S-7や株主向けの情報ではItem1の

(b)， (C)(l)(i)， (d)のみを適用するだけでよいので

ある。

この RegulationS-K は， SECの各 Form

の開示規則における統一化を進めるための第一

歩として制定されたが，その契機となったのは

159) 17 Code of Federal Regulation Part 229， 
!i229. 1-Application of Regulation S-K. 

160)この各 Formの内容を RegulationS-Kに統合
する動きは1980年の ASRNo. 279. の公表によ
って一層進められた。これによって Regulation
S-Kの内容と Form10-Kでの内容が一致し，
他の Formもこの RegulationS-Kの内容を参
照することになった。この統合化の流れについて
は次に詳しい。森川八州男「アメリカ会計法制の
動向〔下]ー近年における SEC開示制度の改正」
「企業会計JlVol. 35. No. 10， 1983年10月， 65-74 

へージ。

前年の SFASNo. 14の公表にある。 SECは

SFAS No. 14に従った財務諸表のセグメント

別財務報告情報と SECの各 Formのセグメン

ト別財務報告情報の違いをなくすることで，登

録企業の負担を軽減するためであると説明して

いるが161)その目的は会計基準としての SFAS

No.14の追認にあった。

その追認は， Regulation S-K のセグメント

別財務報告を SFASNo. 14 に完全に従属さ

せる形で現われている。例えば， SECはこの

Regulation S-K において， 1969年改正規則か

ら使用していたrIineof businessJの呼称を

廃し， SFAS No. 14で用いられている「産

業セグメント (industrysegment)J を採用 し

た。また，その決定方法を SEC自ら示さずに

SFAS No. 14に沿うことを求めているのであ

る。産業セグメントの決定方法においては，翌

1978年3月に ASRNo. 244 IF産業セグメント

の決定 (IndustrySegment Determination)JIを

公表しているが， そこでは SFASNo. 14で

指示する手続きの紹介と， SECに提出された

Formでの SECとしての判断例を示すにとど

まっている。すなわち，セグメントの決定を

SFAS No. 14 に準拠し， SECは個別具体的

に指導してゆく方針を採用したのである。これ

はセグメント別財務報告における地域分割の場

合も同じであり，その決定方法には敢えて触れ

ていない。

さらに，求める情報として， Item 1 (b)産業

セグメントについての情報において，収益，営

業利益，資産情報を求めているが，その他につ

いては添付されている監査済財務諸表に頼って

いる。それは， SFAS No. 14に準拠して作成

されたものである。しかも， このItem1 (b)お

よび(d)で SECが求めているセグメント情報

161) Accounting Series Release No.236-Iudustry 
Segment Reporting-Adoption of Disclosure 
Regulation and Amendments of Disclosure 
Forms and Rules， D巴cember23， 1977 (Ac-
counting Series Release and Staff Accounting 
Belletins， pp. 3580-3581.) 



1984. 12 セグメ γ ト別財務報告をめぐる米国会計基準設定構造の特質 米山 149 (429) 

は， SFAS No. 14に準拠した財務諸表で代用

することを認め，報告の重複を避けている。

ただし， Itern 1(c)で報告セグメントごとおよ

び全社的に， より詳細な情報を盛り込んだ叙述

的事業説明を求めている。報告するセグメント

に焦点をあてて説明しなければならない情報と

しては， (i)類似の製品群あるいはサーピス群ご

との収益， (ii)製品またはセグメントの状況，

(iii)原材料の購入先等， (iv)特許， 商標等の情

報， (v)事業の季節性， (vi)運転資本， (vii)重要

な顧客の情報， (viii)注文残高 (ix)政府関連契

約および(x)事業の競争状況がある。全社的に

説明するものには， (i)研究開発費， (ii)重要な

顧客情報， (iii)環境問題， (iv)従業員数がある。

さらに，上記4項目が企業にとって重要な場合

は，その項目に関連するセグメントを明らかに

しなければならないとする。

しかし， これらItern1 (c)の詳細な情報は，

産業セグメントの場合も含め，経営者がその重

要性を判断して報告すればよいのである。その

判断にあたっては，

「その事柄が登録企業に有する意義(例えば，企

業の事業活動には相対的に小さな影響しか与えてい

ない事柄が，将来の収益性にとって重要であると経

営者に理解されているかどうか)， その事柄の広が

り(例えば，それがセグメント情報の多くの項目に

現在あるいは将来影響を与えると予想されるかどう

か)，およびその事柄の影響(例えば， それがセ

グメント情報に反映される諸傾向を査めるかどう

か)JI62)

という「量的あるいは質的要因Jを経営者が考

慮、することを求めているだけである。

その結果，詳細な情報は融通性をもたせて企

業のディスクロージャー政策にまかせ，重要な

収益，利益，資産情報等は SFASNo. 14を適

用させるという形となったのである。 SECの

セグメント別財務報告にみられる，このような

SFAS No. 14への依存方針は， FASBの会計

基準設定機関としての存在宅ピ支援し，セグメ γ

ト別財務報告基準としての SFASNo. 14 の

162) Ibid.， pp. 3594-3595. 

権威を確立させたのである。

Regulation S-K は， 1978年3月16日以降

に始まる会計年度の財務諸表を含む SECへの

提出書類から効力を有することになり， iそれ

以前には，企業がどのくらいの業種 (lineof 

business) に携わっているかを語ることが困難

であったJ163l状況も解消された。近年，多角経

営が単一事業依存よりも企業の業績に大きく貢

献することの認識が広まり，新たな合併活動の

活発化がみられる。 1960年代末から1970年代に

かけて，不健全な会計実務が批判され，低迷し

ていたコングロマリ γ ト企業も， 1980年代に入

ってからは業績の伸びがみられる。 Fortune

は，最近トップ 500社のうち10億ドノレ以上の売

上を有する 334社を，コ γグロマリ γ ト企業164)

39社と非コングロマリット企業295社に分けて

1983年までの 6年間の業績比較をした。そこで

は， 1981年以降においてコングロマリザト企業

の業績が非コ γグロマリヅト企業の業績を上回

ってきたことが報告されている165)。この調査

も， 1978年以降において企業が公表したセグメ

ント別財務報告の情報を基礎としている。既に

セグメシト別財務報告は財務諸表を規定する

会計基準によって"さらに SECの行政規則に

よって，米国の財務報告制度の中に定着し，多

角経営企業の連結財務諸表を補完する重要な情

報を提供する役割を果たしているのである。

六要約と結論

米国会計基準の時代即応的性格は，敏感に企

業情報に対する社会的要望を個別会計基準の中

に反映させてゆくことを目的として，新たな会

計基準の設定あるいはその要望に適合しなくな

った会計基準の修正を常時継続させていってい

163) Royal Little，“Conglomerates Are Doing 
Better Than You Think，" Fortune， May 28， 
1984， p. 50. 

164) Fortuneの定義では， 1"少くとも 4つの異なる事
業に携わり，それらの事業のどれも総売との50%
を超えない企業」をコングロマリットとしてい

る。
165) Little，。ρ.cit.， pp. 50-52， p. 56， 60. 
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る。このような新たな会計基準は，その論理的

整合性を中心とする会計基準の探求に比べ，そ

の時代の社会的要望あるいは基準設定過程の現

象的側面に敏感なのが現状である。本稿での目

的は，このような領域をカバーすることにあ

り，その具体的対象として，セグメント別財務

報告における会計基準設定の過程とその時代的

背景を検討してきた。

米国におけるセグメ γ ト別財務報告の会計基

準設定構造は，連結財務諸表制度での設定構造

に比して 2つの点で大きな構造的変化が見ら

れる。 1つめは，時代的背景としての合併運動

の質的変化である。連結財務諸表は，持株会社

形態にみられるような同種企業結合の拡大の中

でその必要性が主張されてきた。しかし，セグ

メγ ト別財務報告の場合には， コングロマリッ

ト合併と L、う異種企業結合が増大し， これによ

り企業経営の多角化が拡大したのである。これ

が企業の連結財務諸表による企業情報を不適切

なものとしていったのである。 2つめとして

は，会計基準設定機構内に，政府，議会あるい

は産業界という利害関係集団が強力に介入する

ようになり， SECにより民間会計士に委ねら

れていた会計基準設定が非常に政治的となり，

会計基準設定の困難さが増大したことである。

民間の会計基準設定機闘が APBから FASB

へと移行したのも，その困難な状況を乗り切

り，会計基準設定を民間会計士の手に維持して

おくためであった。

セグメント別財務報告の基準設定過程は， こ

のような設定構造の特質の下で 2つの段階に

分けて検討された。この 2つの段階において

は，民間の会計基準設定機闘が APBから

FASB ~こ替わり， 前段階で SEC ~こセグメン

ト別財務報告の実施を強力に働きかけていた

FTCが，後段階では SEC規則に対する強い

不満から独自の権限において企業にセグメント

別報告を強制する方針を採用し，会計基準設定

機構から離れてゆくという基準設定機構内の変

化がみられた。

さらに，その基準設定過程の性格にも違いが

ある。すなわち，前段階では合併活動の活発化

に関心を寄せる議会や FTCなどの反トラスト

機関を中心に，連結財務諸表による企業情報の

改善を図ることを目的として，多角化企業にセ

グメント別情報を要求するという強力な圧力が

発生した。一方では，議会や政府機関中心に基

準設定が進められることに反発する産業界側の

圧力もあり， APBはその会計基準作成を放棄

した。その結果， SECが企業ディスグロージ

ャーの一環としてのセグメント別財務報告を模

索し，民間会計団体の意向を大幅に取り入れた

規則を作成してきたのである。後段階に移行す

ると， SEC規則の施行， 合併運動の鎮静化，

FTCが独自の LBプログラムを実施し始めた

ことにより，政府，議会方面からの圧力は減少

したが， APBが果たせなかったセグメント別

財務報告の会計基準を設定することが，その任

務を引き継いだ FASBの重要な仕事となっ

た。 FASBは設立後すぐに本格的な取り組み

を開始し，その成果として SFASNo. 14を公

表した。 SFASNo. 14は， SECが Regula-

tion S-Kを公表することで追認され，セグメ

ント別財務報告の会計基準設定は完成したので

ある。

現在，設立以来11年を経た FASBは活発な

活動を展開しており， リース，合併，年金，繰

延税等の会計基準の見直しを図り，新たにコン

ピュータソフトウェア，国際会計基準等の領域

に取り組もうと Lている。一方では，会計基準

のオーバーロードの問題の解決を求められてい

る166)。しかし， FASB にとっての状況は設立

166)“The F ASB's Second Decade: A Focus on 
12 Issues，" Journal 01 Accountancy， Decem司

ber， 1983， pp. 94-102参照。

会計基準のオーバーロードの問題は， さらに
“FASB Standards: Too Many orToo Few?，" 
Journal 01 Accountancy， February， 1983， pp. 
75-76， p. 78， 80.および “Privately Held 
Businesses: Is There a Standards Over-
lord?，" Journal 01 Accountancy， February， 
1983， p. 82， 84， 86， 88， 90， 92， 94， 96.参照。
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当初と同様に厳しく，今後とも産業界や立法機

関に代表される社会の要望は， FASB に対す

る大きな圧力となるとみられている167)。それゆ

えに，米国の会計を研究するにあたっては，そ

167)“The FASB's Second Decade，" ]ournal 01 
Accountancy， November， 1983， p. 86.“The 
F ASB in the 1980s: Standard Setting in a 
Changing Environment，" ]ournal 01 Account. 
ancy， March， 1982， p. 85. 

の会計基準設定構造を検討し，その背後に存在

する社会的要望ならびに会計基準設定機構にお

ける影響関係を知ることがますます重要となっ

てくるのである。




